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　　第６次行政改革実施計画

　　　　　　　「将来の市政運営をデザインする～自治体経営の『最適化』を目指して～」

＜令和4年度における進捗状況（5年目／５か年計画）>
令和5年３月３１日現在　

重点項目 計画件数（件）

令和4年度の計画に対する取組状況（件）

重点項目
５か年目標額(A)

（千円）

実績額（千円）
進捗率（％）

（B/A×100）○:計画以上、または計画

どおり進捗した

△：進捗が遅れた

または目標に達しなかった
×：取組ができなかった 令和4年度 累計（B)
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総務部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕組織力、職員能力の向上

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 試行 実施 → →

実績 検討
検討・
実施

実施 → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 実施 → → 見直し 実施

実績 一部実施 → → 実施 →

目標
（職員数）

1,239人 ― ―

実績
（職員数）

1,255人 1,257人 　1,249人 ― ―

計画 実施 → → 見直し 実施

実績 実施 → → → →

目標
(削減額)

759,700
千円(累積)

実績
(削減額)

218,841
千円

66,307
千円

29,066
千円

― ―

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画
検討

・実施
→ → → →

実績 検討 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

　隔年度（偶数年度）で実施している行政監査を令和
元年度から毎年度、実施する。
　これにより、行政活動の効率化又は業務の改善・見
直しの機会が増え、住民サービスの更なる向上が期待
できる。

総務部総務課
（総務部政策推進監）
（財務部財政課）

総務部職員課

取
組

指
標

総務部職員課

取
組

指
標

－

1①
施策マネジメントの
見直し

・行政評価制度の見直し（施策
評価の導入）

　ＰＤＣＡサイクルの強化によ
る施策効果の向上

　本市においては、行政の透明性の向上を目的とし
て、各年度に実施した事務事業の事業費、概要、取
組・実績及び評価を広く市民等と共有するため、事務
事業シートを予算要求（計画シート）及び決算（評価
シート）の段階で作成し、公表している。計画シート
は、決算時の評価シートと連動させてＰＤＣＡサイク
ルの強化を図る目的で作成しており、評価シートは、
事務事業を対象に、それぞれ必要性、有効性、効率性
の視点を踏まえた上で、評価・課題・今後の方向性な
どを記入している。また、いずれも市のホームページ
で公表し、「見える化」の向上に努めている。
　このシートの作成により、個々の事務事業の見直し
や、事業単位での施策への寄与度に関する評価に一定
の成果を上げているところであるが、評価や見直しが
事務事業単位でしか行われず、ＰＤＣＡを回す際に、
事業が施策に対しどう寄与しているのかが評価されに
くいことが課題となっている。

　総合計画の施策をより効果的・効率的に推進するた
めに、実施状況や有効性を的確に評価し「選択と集
中」を行いながら、政策を展開することが重要であ
る。
　このため、総合計画における成果指標の達成度など
を用い、成果重視の視点から総合的に進捗状況を評価
し、適切な施策の推進を図るため、施策単位での行政
評価の導入を図る。

・現行の事務事業評価から施策評価へ移行する際の課
題整理（Ｈ30年度）
・施策評価制度設計（Ｈ30年度）
・試行（Ｈ30～31年度）
・実施（Ｈ32年度～）
　※時期総合計画策定に合わせた、施策評価の枠組み
の改編

○

　第五次総合計画の策定に合わせて導入した施策評価
シートである「目的別事業群シート」について、予算
時と決算時に適切に作成しPDCAを実施している。
　また、総合計画に掲げる施策の実現に向けて、筋道
がより的確にとらえることができるよう随時改善して
いる。

Ｒ４取組結果
年度別計画

担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容
進捗
状況

計画・目標・実績計画項目

職員数1,259人

２① 職員数の適正化 ・定員適正化計画の着実な実行

　職員数（消防職を除く一般職
職員）の適正化 　平成１７年の合併以降、合併のメリットである行政

のスリム化をめざし、第１次及び第２次定員適正化計
画を策定し、事務事業の見直しや組織機構の再編な
ど、行政組織の効率化・スリム化に向けた取り組みを
実施してきた。
　定員の適正化の基本的な考え方は、市民の多様な行
政需要や新たな行政課題に的確に対応しつつ、常に効
率的な職員配置を行っていくことであり、今後の行政
需要等の動向や現在の職員配置の状況等を踏まえ、ス
クラップ・アンド・ビルドの徹底を基本とし、計画的
に、最適な職員数を維持していくことが求められてい
る。このため、平成２８年度に第３次定員適正化計画
を策定し、計画的な職員の定員管理に取り組んでいく
こととしている。

　「第３次東広島市定員適正化計画（平成28年8月策
定）」に基づき、平成２８年度から平成３２年度末ま
での５年間で約２０人の職員数削減を掲げており、組
織機構や事務執行体制等の見直しを図るとともに、職
員の適正配置を行い、目標の達成を目指す。
　第３次計画終了後には、取り組み結果の検証を行
い、次年度以降の職員定員について方針を定め、取り
組みを継続していく。

○

－

　職員数の減による人件費の減

総務部職員課

取
組

指
標

取
組

指
標

　令和3年度に、これまでの取組み結果の検証を行った
結果、これまでの定員適正化の考え方による職員削減
は終了し、第五次総合計画に掲げる目標実現のため、
様々な分野で積極的に挑戦していくことのできる人材
が、今後益々必要となってくる現状を踏まえ、新たに
定員管理方針を定め、毎年の採用計画で適切定員管理
を行いながら令和3年度から令和7年度の5年間で30人
前後増を目標に取り組んでいくこととした。

【職員数の状況】
　技能労務職の退職不補充を実施し、事務職、技術職
等、今後増加が見込まれる業務への人的資源の再配置
及び人的資源を集中すべき分野への増員のため、前年
より3人増員とした。

－

隔年度に１回実施

5① 人事管理制度の拡充 ・新たな人事管理制度の導入

　個人の能力と意欲に応じた人
事制度の導入（人事評価の処遇
反映「希望降格制度」等の運用
開始）

　一人ひとりの職員が、職務に真剣に、熱意を持って
取り組み、また、積極的に自らの能力を向上させるた
めには、職員のモチベーションの維持・向上を図るこ
とが重要であり、これを実現するためには、職員の業
績や能力を適正に評価する人事評価制度を導入して適
切に運営するとともに、この結果を職員の処遇に反映
させることが必要となっている。
　現在は、人事評価制度を導入し勤勉手当への反映を
行っているが、今後は、さらに踏み込んた職員の処遇
反映方法について検討を行うとともに、成績不良者の
能力向上に取り組む必要がある。

　現在導入している人事評価制度の質の向上を図り、
制度に対する信頼性の向上を図る。また、成績不良者
に対しては、所属と職員課が一体となって行う能力改
善マニュアルを策定し、積極的な支援に取り組む。
　これと併せて、個人の能力と意欲に応じて、真にや
むを得ないと判断された場合には、降格を承認する
「希望降格制度」の導入に向け、組織の活性化に繋が
る制度となるよう、また、他の人事管理制度との整合
が図れるよう十分に検討を行う。

△

　人事評価制度の質的向上を図ることを目的として、
引き続き1次評価者となる所属長に研修を実施した。ま
た、新任所属長に対しては、年度当初に目標管理制
度、人事評価等に関する研修を別途実施した。
　希望降格制度については、引き続き他団体の動向等
を含め調査・検討を続けることとする。

○

「公用車の使用、管理及び安全対策について」をテー
マに行政監査を実施した。公用車の管理を所管する管
財課に対し書類審査により車両の保有状況や事故の発
生状況等を確認したほか、公用車駐車場の実地調査等
を行った。公用車管理システムの適切な運用や職員数
や稼働状況に応じた導入車両の選定、事故防止や安全
対策についての提言を行った。

監査委員事務局4① 監査の充実強化 ・行政監査の拡充

行政監査の実施
　市の財務や事務事業について、その適正性や効率性
等を確保するため、地方自治法に基づき、定期監査、
随時監査、財政援助団体監査、出納検査等を行ってい
るが、公正かつ透明性の高い行政運営や住民福祉の更
なる増進に資するため、監査の実効性をより一層高め
る必要がある。

取
組

指
標

-2-



総務部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕組織力、職員能力の向上

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
検討

・実施
→ → → →

実績 実施 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画
検討

・実施
→ → → →

実績 実施 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画
検討

・実施
実施 → → →

実績 一部実施 → → → →

目標
(自主学習活動参

加者数)
40人 ６０人 ８０人 １００人 １２０人

実績
(自主学習活動参

加者数)
17人 46人 21人 40人 ３６人

計画
検討

・実施
実施 → → →

実績 一部実施 → → → →

目標
(専門研修
受講者数)

45人 45人 45人 45人 45人

実績
(専門研修
受講者数)

38人 20人 7人 12人 ２７人

計画
検討

・実施
実施 → → →

実績
検討

・実施
実施 → → →

目標 28回 30回 28回 28回 28回

実績 22回 30回 28回 16回 28回

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

7①
戦略的人材育成の推進
（消防局共通）

・職員の意欲・主体性と専門性
向上のための人材育成

○

計画項目

6① 職員の意識改革

　全国的に消防職員の大量退職期を迎える中、消防力
の低下を招くことなく、後継世代への確かな技術力の
伝承が大きな課題となっている。、本市においても今
後５年間で豊富な現場活動経験や専門技術を有する職
員約４０人が退職し、相対的に経験の浅い職員が増加
する。加えて近年、火災出動の件数自体が減少したこ
となどにより災害対応力の低下が懸念される。
　今後発生が危惧される南海トラフ地震や近年多発す
る集中豪雨等の災害対応においても熟練職員の豊富な
経験と知識は非常に有用であり、迅速確実かつ適正な
消防業務を遂行し、市民の生命、身体及び財産を守る
ためには、熟練職員の豊富な経験に基づくや知識を後
継世代に伝承・習得させる必要がある。

１　若年職員育成に関する取り組み
　中・長期消防整備実施計画に基づいて教育訓練計画
を作成し、熟練職員の指導の下、若年職員に対し現場
活動に必要な技術と知識の伝承を目的とした教育訓練
を計画的に実施する。

２　連携強化研修に関する取り組み
　消防に関する技術と知識のより効果的な伝承を図る
ため、熟年職員と若手職員が円滑なコミュニケーショ
ンを図れる環境づくりを目的としたコミュニケーショ
ン、メンタル強化、コーチング、リーダー養成研修を
計画的に実施する。

３　実践的な災害活動訓練に関する取り組み
　年々複雑多様化する災害への対応力の向上を図るた
め、各種大規模災害を想定したより実践的な他隊連携
訓練（火災・救急・救助業務の連携訓練）を計画的に
実施する。

－

引き続き、デジタル社会推進官、収納指導員といった
専門的能力の高い人材を任用し、また、新たに6名の弁
護士を法務専門監として令和5年度から配置できるよう
任用し、それぞれの分野におけるスペシャリストの視
点から助言を得て事業を推進できるよう、外部人材を
積極的に活用した。

－

１　若年職員育成に関する取り組み
　　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、従来
　通りの集合形式の訓練（１４回）の他に、各所属で
　実施する形式の訓練（１４回）を新たに取り入れ、
　合計２８回の訓練を実施した。各所属での訓練を実
　施したことで、基礎的な知識・技術を向上させるこ
　とができた。

２　連携強化研修に関する取り組み
　　連携強化に女性消防吏員活躍の視点を加えて研修
　を実施した。

３　実践的な災害活動訓練に関する取り組み
　・大規模災害対応訓練（土砂災害対応訓練・瓦礫災
   害対応訓練）を実施した。
   ・急流救助訓練を実施した。
　・海上保安庁等と合同潜水訓練を実施した。
　・実践的な他隊連携訓練（火災・救急・救助業務の
   連携訓練）を実施した。

　適正な消防業務推進のための
多隊連携訓練・研修の計画の策
定、実施

指
標

取
組

指
標

総務部職員課

消防局各課及び消防署
（総務部職員課）

取
組

指
標

受講者数29人/年

総務部職員課

　専門研修（アカデミー）の積
極的な受講促進

【自主学習への積極的な参加促進】
　職員の自主的な学習を支援する「トライ・ザ・ライ
センス」の利用者は１３人であった。引き続き職員の
自主学習活動を支援し組織の活性化につなげていく。
　また、市の名産品である日本酒の文化に触れ、市の
文化への理解を深めることを目的として賀茂鶴の杜氏
から直接、日本酒の製造過程について話を聞く酒蔵見
学を実施した（新規採用職員2３人）。引き続き意識改
革を進め、実践につながる活動を支援する。

【専門研修（アカデミー）の積極的な受講促進】
　職員の専門性向上を目指し、市町村アカデミー及び
国際文化アカデミーへの参加を積極的に推進してい
る。市町村アカデミーの参加者は１４人、国際文化ア
カデミーの参加者は１３人であった。前年度同様、新
型コロナウイルス感染拡大の影響により、出張を伴う
ため予定通りの実施ができなかった。
　専門性を高める研修の新たな手法として、令和4年度
についても、WEBなどを活用した研修を実施した。

指
標

自主学習への積極的な参加促進

　職員が、人材育成基本方針に掲げる人材に成長して
いくためには、戦略的な人材育成が重要となってい
る。しかしながら、単に「与えられる」「教えられ
る」だけの研修だけでは有効な人材育成にはつながっ
ていかない。このため、職員自らが「学び」「育つ」
ことができる環境づくりが必要となっている。
　また、地方分権が進む社会情勢に対応して行政運営
を行うため、また、多様化する市民ニーズに応えてい
くために、職員には、これまで以上の専門的知識が求
められている。

　これまでのスキルや知識を教える研修に加えて、職
員の業務に対する意識・意欲の向上につながる研修に
取り組む。特に職員の意識改革の一環として、自主
性・主体性を発揮し、職員同士の繋がりを強化してい
くための自主学習活動の活性化に重点的に取り組む。
自主学習活動が職員にとって身近なものとなるよう、
きっかけづくりとなる取り組みを行うと同時に、職員
の自主学習活動が円滑に行われるよう支援策を検討し
実施する。職員の自主学習活動を拡大し、活性化する
ことにより、組織全体の活性化につなげていく。
　職員の専門性の向上については、専門分野における
研修への参加機会を増加させていく。合わせて、職員
が専門性を身に付けることができるよう、人事異動に
配慮する。

－

　成果志向の人事管理・目標管
理制度の実施

総務部職員課

取
組

　本市を取り巻く社会環境は急激な変化を続けてお
り、この状況において適切な行政運営を担っていくた
め、組織には、前例主義にとらわれることなく、社会
情勢に適合した体制の構築が求められおり、職員に
は、常に問題意識を持って改革に取り組んでいく姿勢
が求められている。
　このため、職員の能力に応じた適切な人事配置に
よって組織を活性化していく一方で、職員の意識改革
とスキルの向上に取り組んでいく必要がある。

－

○

総務部職員課

取
組

【職員行動理念の策定・定着】
　行動理念を組織全体に定着させるため、毎週１回の
幹部職員による唱和と職員に向けたスピーチや、各所
属における唱和に継続して取り組み、職員の意識改革
を推進した。
　また、行動理念に基づき、職員の模範的な行動を
「ベストプラクティス賞」として称える取り組みをさ
らに発展させ、令和4年度からは、あらかじめ設定した
テーマに関する事例を推薦・選定することで、職員の
意識のさらなる向上を図った。
【成果志向の人事管理・目標管理制度の実施】
　令和２年度から、第５次総合計画の施策に基づく目
標設定及び進捗管理を明確化し、年度当初から速やか
に事業を推進する視点で、部局長における総合計画の
施策の進捗管理と目標管理を一体的に管理することと
し、令和４年度も引き続き実施した。

取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果
進捗
状況

計画・目標・実績
年度別計画

担当（関係）部署

・職員行動理念の策定

職員行動理念の策定・定着

総務部職員課

　組織としては、意欲的な業務遂行や自己学習を通じ
て高い能力を身に付けた職員については、年功序列と
いう考え方を排し、年齢にとらわれない積極的な登用
を行っていくことにより、組織全体の活性化を図って
いく。
　また、職員の意識改革としては、組織全体における
共通認識として、組織の方向性を職員全体に明確に示
す「行動理念」を策定する。組織としての方向性を明
確化し、共通認識を確立したうえで、行動理念と連動
した成果志向による評価の仕組みを再構築していく。

－

　専門的知識の活用による事務
執行体制の充実強化

　本市を取り巻く状況は年々複雑化しており、職員自
らが置かれた状況を把握・分析し、地域の実情に応じ
た独自の施策を展開していくことが求められているこ
とから、専門性を持った職員の重要性が増している。
しかしながら、本市の職員のみで全ての専門的領域を
カバーすることは困難であり、外部人材の積極的な活
用が求められている。

　これまで、非常勤職員、再任用職員及び特定任期付
職員等の多様な任用形態を活用するとともに、国や県
等からの派遣職員の受け入れにより専門的領域をカ
バーしつつ、職員の育成も行ってきたが、今後は、本
市のみならず、国や県等の優れたOB人材を積極的に活
用するとともに、民間の人材にまで活用の幅を広げて
いく。

○

取
組

指
標

8① 外部人材の登用 ・外部人材の積極的な登用

取
組

指
標
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総務部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕更なる業務効率化の推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 試行 実施 → →

実績 検討 試行 → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(電子決裁率)

75% 80% 85% 90% 95%

実績
(電子決裁率)

78% 86% 96% 98% 99%

計画 ― ―
システム改
修・契約締

結
本格実施 →

実績 ― ―
システム改
修・契約締

結
実施 →

目標 ― ― ― 一部導入 →

実績 ― ― ― 一部導入 →

計画 ― ― 検討・実施 実施 →

実績 ― ― 検討・実施 実施 →

目標 ― ― 60% 80% 90%

実績 ― ―
70.4%

(1.727件)
86.8%

(2,253件)
89.0%

(2,326件)

計画 ― ― 検討・実施 実施 →

実績 ― ― 実施 → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

　新型コロナウイルス感染防止への対応や、今後のポ
ストコロナ時代を見据え、行政手続のデジタル化を推
進するため、行政手続きの見直しを行っていく必要が
ある。

　市が所管する申請等の行政手続き（国・県が様式を
定める手続きを除く。）のうち、約2,５００件の手続
きにおいて市民等の申請時に押印を求めているが、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止を契機とした新し
い生活様式の普及及び市民の利便性向上のため、真に
必要な場合を除き押印を廃止する必要がある。

　令和３年度に続き、国が作成した「押印見直しマ
ニュアル」等を踏まえ、押印等の廃止を前提に対応方
針を検討し、必要な例規改正等を行い、2,326件、全
体の約89％の手続きの押印を廃止した。

△

2,454件
（Ｒ２年度）

　一定水準の市民サービス維持のため、行政事務のデ
ジタル化に合わせた「文書、会計、契約、補助金」に
係る事務処理の適正化を徹底するための手引きを策
定・運用する。

○

計画項目

10① ＩＣＴの利活用

9① ＢＰＲ手法の活用

計画内容
年度別計画

担当（関係）部署
進捗
状況

Ｒ４取組結果

－

計画・目標・実績

・文書管理システムにおける電
子決裁の活用促進

　文書管理システムによる電子
決裁率の向上

　平成２９年度に導入した文書管理システムでは原
則、文書の起案及び決裁を電子処理することとしてい
るが、一定の要件を満たす場合には、押印決裁とし
て、紙により起案する方法も許容している。しかしな
がら、電子決裁により処理することができると考えら
れる起案についても、こうした方法がとられている場
合が一部にみられるなど、電子決裁の趣旨が十分に浸
透していない。こうした状況を改善し、電子決裁によ
る事務処理を推進することによって、更なる業務の効
率化を図る必要がある。

　基幹業務システムの標準化と行政窓口のＤＸ化に向
け、関係各課と検討を行った。

○
公印の押印承認の際に電子決裁による起案ができそう
なものについて改善を促した。

取組項目 課題

73%

　文書管理システムによる電子決裁の運用状況を把握
するとともに、必要に応じて当該システムの運用の見
直しについて検討を加えた上で、当該運用の周知徹底
を図り、電子決裁による起案の割合を向上させる。

総務部総務課
（総務部ＤＸ推進監）

取
組

指
標

総務部総務課
総務部ＤＸ推進監

・ＢＰＲ手法の活用による業務
プロセスの見直し

　業務プロセスの再構築による
事務処理の効率化及びサービス
の向上

　市が行う事務のうち、施設管理業務等については積
極的に民間委託等を進めてきているが、窓口業務や庶
務的業務については、全国的に委託等による実施が拡
大されているものの、本市における導入は一部にとど
まっている。
　市行政又は市職員が実施すべきものと、民間事業者
等との連携が可能なものとの住み分けをより厳密に行
い、業務処理の過程を再点検し、民間委託の可能性も
含めて、改善見直しを行い、更なる業務効率化の推進
を図る必要がある。

　真に必要な分野に経営資源を配分するため、市（職
員）が事務を実施する必要性、事業目的に対する経済
性・効率性、類似事業との重複を検証するとともに、
ＢＰＲ手法の活用により業務の効率化を検討し、窓口
業務や職務業務の標準化や集約を図る。

※BPR：ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。
業務の内容や流れ、進め方を見直すこと。

△

取
組

指
標

会計管理室会計課
（手数料・使用料収入所管
課）

総務部総務課

取
組

指
標

総務部総務課
（総務部契約課）
（財務部財政課）
（会計管理室会計課）

取
組

－
指
標

キャッシュレス決済の導入 ・キャッシュレス決済の導入

　キャッシュレス決済及びコン
ビニ納付（スマホ決済を含む）
の導入による市民の利便性の向
上

　本市における納付書による納付は、市税等を除き金
融機関または市役所窓口でしか支払えないため、市民
等（納入者）は営業時間内に支払いに出向かなければ
ならず、時間的制約及び負担がある。また、証明発行
窓口等における手数料や使用料の支払いは現金のみの
取り扱いである。
　生活においてクレジットカード、電子マネー、ＱＲ
コード決済等、現金を使わない決済方法が浸透し、
様々な場面で活用されている中で、本市においても市
民の生活形態やニーズに沿った納付方法が選択可能と
なるよう、改善の取り組みが必要となっている。

　これまで金融機関等窓口でしか支払えなかった納付
書のうち、地方自治法等で認められている業務の一部
に対して、税等と同様に、コンビニ納付、スマホ決済
を導入する。
　また、証明発行等窓口における手数料や使用料の納
付において、多様な決済手段に対応できるよう、窓口
にキャッシュレス決済対応の機器を設置する。
　これらの導入により納付時における負担の減少や、
納付方法の選択の幅を広げることで、市民の利便性の
向上を図る。

・コンビニ納付、スマホ決済
《対象科目》
　　奨学金元利償還金、住宅新築資金等元利償還金、
　　生活保護返還金、中国残留邦人返還金、
　　特定地域浄化槽使用料、学校給食費、
　　休日診療所使用料、住宅使用料

・キャッシュレス決済
《AirPAY》
　（導入所属）
　　　市民課、市民税課、資産税課、収納課、5支
　　　所、3出張所、地域づくり推進課
　　　　　　　　　　　（計13所属）
《PayPay》
　（導入所属）
　　　市役所17所属、指定管理施設8施設、
    　   直営施設27施設　　（計52所属）

○

取
組

－
指
標

行政手続きの見直し ・押印が必要な手続きの見直し

　押印が必要な手続きの見直し

共通事務の適正化
・共通事務（文書、契約、会
計、補助金）の適正化

　共通事務（文書、契約、会
計、補助金）に係る事務処理適
正化の徹底

　行政事務の急速なデジタル化の進展に伴い「文書、
会計、契約、補助金」といった行政事務の見直しが必
要である。

　文書、会計、契約、補助金の各事務に係る所管課に
より作成されているマニュアルと合わせて、組織の管
理監督者が最低限、理解すべき事項としてまとめたマ
ニュアルにより、事務手続のミスを未然防止、早期発
見、発生時の損害拡大の防止を図った。
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総務部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕事務事業の見直し・統合

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 試行 実施 → →

実績 検討 試行 → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

〔推進項目〕民間活力の活用

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

14① 指定管理者制度の導入推進
・指定管理者制度導入施設の拡
充

13① ＰＰＰ／ＰＦＩの導入
・ＰＦＩ導入基本指針に基づく
ＰＦＩ事業の積極的な導入検討

　ＰＦＩ事業の実施によるＶＦ
Ｍの創出

－

　「指定管理者指定に向けてのガイドライン」に基づ
き、管理運営形態を毎年度チェックし、市が直営で管
理している施設については、直営で管理する場合と指
定管理者制度を導入した場合の市民サービス及びコス
ト削減等について検討し、適切な管理形態の導入を推
進する。
　また、指定管理者制度を導入している施設を含め、
非公募により選定している施設は、公募による選定の
可否について、検討を行い、非公募とする場合はその
理由を明確にする。

○

　公の施設を適切な管理形態で運用できるよう精査
し、福富多目的グラウンドを公募で選定し、施設の設
立趣旨や団体の特性等を活かすことを勘案し、地域セ
ンター等13施設を非公募で選定した。

進捗
状況

Ｒ４取組結果

　厳しい財政見通しの中、健全な財政運営の推進及び
市民サービス向上のため、本来市が行うべき事務事業
であっても、民間の資金や創意工夫を活用し、コスト
の縮減や質の高い公共サービスの提供が図られ、行政
運営のより一層の効率化が期待できるものについて
は、ＰＰＰ・ＰＦＩ等の様々な手法の中から、最も効
率的かつ適切な方法を選択し、その導入を図ることが
必要である。

　大規模建設事業の実施に当たっては、PFI手法の導入
の可能性について検討を行い、VFMの発現が見込まれ
たものについて、本格導入に向けた調整を行う。

○

　PFI導入事業の選定は行わなかったが、各事業主管課
へ民間活力の活用を促すため、優先的検討規程を調製
するとともに、民間からの提案を積極的に募集するた
め、引き続き、ＰＦＩ導入基本方針及び同概要版を市
ホームページに掲載した。

取組項目 課題

－

指定管理者制度導入施設の増
　平成１８年度から指定管理者制度を導入し、平成３
０年４月１日現在で、３２９施設で指定管理者による
管理を行っているが、今後も、公の施設の管理を直営
とする妥当性を検討し、適切な管理形態とする必要が
ある。
　また、更なる市民サービスの向上と施設の適切な管
理運営を図るため、指定管理者の選定に当たっては、
公募による選定を増やし、民間活力の活用を推進する
必要がある。

課題 計画内容
進捗
状況

Ｒ４取組結果

－

取組項目

計画内容

計画項目

計画項目

年度別計画
担当（関係）部署計画・目標・実績

9① （再掲）ＢＰＲ手法の活用
・ＢＰＲ手法の活用による業務
プロセスの見直し

　業務プロセスの再構築による
事務処理の効率化及びサービス
の向上

　市が行う事務のうち、施設管理業務等については積
極的に民間委託等を進めてきているが、窓口業務や庶
務的業務については、全国的に委託等による実施が拡
大されているものの、本市における導入は一部にとど
まっている。
　市行政又は市職員が実施すべきものと、民間事業者
等との連携が可能なものとの住み分けをより厳密に行
い、業務処理の過程を再点検し、民間委託の可能性も
含めて、改善見直しを行い、更なる業務効率化の推進
を図る必要がある。

　真に必要な分野に経営資源を配分するため、市（職
員）が事務を実施する必要性、事業目的に対する経済
性・効率性、類似事業との重複を検証するとともに、
ＢＰＲ手法の活用により業務の効率化を検討し、窓口
業務や職務業務の標準化や集約を図る。

※BPR：ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。
業務の内容や流れ、進め方を見直すこと。

△
　基幹業務システムの標準化と行政窓口のＤＸ化に向
け、関係各課と検討を行った。

総務部総務課
総務部ＤＸ推進監

取
組

指
標

計画・目標・実績

取
組

指
標

総務部総務課

年度別計画
担当（関係）部署

総務部総務課
（所管課）

取
組

指
標
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総務部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕組織風土づくり

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討
検討
実施

→ → →

実績 研究 → → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 検討
検討
実施

→ → →

実績
検討
実施

→ → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画
検討
試行

→ 実施 → →

実績
試行

一部実施
→ → → →

目標
(配偶者出産
休暇取得率)

(年休取得日数)

90％

12日

95％

13日

100％

14日

100％

14日
―

実績
(配偶者出産
休暇取得率)

(年休取得日数)

85.7％

10.8日

83.7％

11.9日

94.6％

11.9日

93.2％

12.5日

87.8％

12.６日

計画 実施 → 見直し 実施 →

実績 実施 → → → →

目標
(管理職に占める
女性職員割合)

25%
R6年度末ま
でに30％

実績
(管理職に占める
女性職員割合)

24.3% 25.9% 26.7% 27.2% 24.9%

Ｒ４取組結果

18①
取組を後押しする仕組みづ
くり

・会議等時間管理のあり方見直
し
・「サービス思考」等に基づく
業務改善

取組項目 課題 計画内容
進捗
状況

計画項目

19①
働き方改革とワーク・ライ
フ・バランス

年度別計画
担当（関係）部署計画・目標・実績

総務部総務課
（総務部職員課）

総務部総務課

○休暇取得率等の向上
・配偶者出産休暇取得率：87.8%（前年度比▲
5.4％）
　※配偶者出産休暇取得率は減少しているが、男性の
育児休業取得率は41.5%（前年度比＋32.4%）と大幅
に増加しており、より長期的な休業制度が利用される
傾向にある。
・年休取得日数：12.６日（前年度比＋0.１日）
○「ゆう活」
　ワークライフバランスの向上、また新型コロナウイ
ルス感染防止対策として、職場の密を避けることにも
寄与することから、7～９月の３か月間実施した。
○「テレワーク」
　働き方改革の実践、また新型コロナウイルス感染防
止対策にも寄与するため、積極的な活用を図った。

　令和４年度も新型コロナウイルス感染防止対策のた
め、試行期間を延長してゆう活やテレワークを実施し
た。実施状況や効果等を検証したうえで、次年度以降
に新たな勤務形態について本格導入を検討することと
する。

総務部職員課

取
組

指
標

　職員提案制度により、職員からサービスデザインの
考え方に基づいた業務改善の提案を受けたが、具体的
に業務へ取り入れるまでに至った案件は無かった。
　引き続き、サービス思考・サービスデザインの考え
方に基づいた業務改善の意識を醸成し、具体的な業務
改善を図る。

・「ゆう活」の導入
・「テレワーク」の導入

　配偶者の出産補助休暇取得率
向上
　年次有給休暇取得率の向上

　職員が安心して働き、能力を発揮し続けていくため
には、職員のワークライフバランスを向上させること
が重要である。また、子育て中や介護が必要な家族の
いる職員にとって働き易い環境をつくることは、当該
職員にとってだけでなく、他の職員にとっても働き易
い職場を提供することにつながるものである。
　このため、これまで、国の制度に準拠し、育児休暇
や介護休暇等の諸制度を導入する一方、平成２７年３
月に特定事業主行動計画の第３期計画となる「通称い
くまるプラン」を策定し、取組を進めてきた。今後
も、同計画の目標達成に向けた取り組みを進めるとと
もに、国や他自治体の取り組みを参考にしながら、本
市の現状に適した新たな制度について導入について検
討していく必要がある。

　特定事業主行動計画の目標最終年度である平成32年
度に向けて、数値目標を達成するよう、引き続き、職
場全体の意識改革を進めていく。計画終了後は、状況
に応じて次期計画の策定の検討を行う。また、平成29
年度に試験的に導入した「ゆう活」の本格導入に向け
て取り組みを進めていくとともに、本市に適したテレ
ワークの導入についての検討を進める。

○「ゆう活」
　平成30年度～平成31年度：前年度の実施状況を踏
まえ、引き続き期間を限定した取り組みを試行する。
　平成32年度～：実施状況・効果、他制度の活用状況
等を総合的に勘案し、本格的な導入を検討する。
○「テレワーク」
　平成30年度～平成31年度：対象者、期間等を限定
し試行的に実施する。
　平成32年度～：実施状況・効果等を勘案し、本格導
入する。
○「新たな取り組みの検討」
　平成33年度以降、業務の効率化、特定事業主行動計
画の数値目標の達成状況を勘案し、新たな取り組みの
実施について検討する。

○

－

△

　サービス思考、サービスデザ
インの考え方に基づく業務改善
の実施

－

－

　時間管理に対する職員の意識改革については、成功
事例や先進事例の研究を進めているが、検討段階まで
には至らなかった。
　また、起案回付の合理化と重要案件の事前協議によ
り、決裁事務の効率化を図った。

取
組

指
標

取
組

指
標

　時間管理に対する職員の意識
改革

・限られた経営資源を最大限に活かし、行政経営の質
を向上していくためには、組織として最適なサービス
向上の仕組みを常に検討し、構築していく必要があ
る。
・第5次行政改革においては、「事務事業の見直し」や
「物品管理の見直し」、「民間活力の活用推進」など
に取り組み、効果的、効率的な事務事業の執行を図っ
てきた。
・第6次行政改革においても、「自治体運営の最適化」
を達成するため、様々な手法を用いて、事務の効率化
と行政サービスの向上を両立するための仕組みづくり
を進める必要がある。

　サービス思考、サービスデザインの考え方を取り入
れた、ＯＪＴの取組みなど、サービス提供のあり方そ
のものの再検討から、会議時間など時間管理の在り方
の見直しなど、身近な事務に至るまで、様々な成功事
例や先進事例を研究し、実施可能なものから日々の業
務に採り入れていく。

20① 女性職員の活躍推進
・女性幹部職員の育成
・子育て世代への支援制度充実

　管理職に占める女性職員の割
合向上

・人口減少社会を迎える中で、持続的な成長を実現
し、社会の活力を維持していくためには、社会で十分
に活躍していないとされる「女性の力」の発揮が必
要。
・本市を取り巻く状況が年々複雑化し、市民のニーズ
も多様化していくなかで、組織としての多様性を確保
していくためには、本市においても、これまで以上に
「女性の力」が発揮されることが必要となる。
・管理監督職である係長から、課長補佐、課長、部次
長と職位が上がるにつれ、女性職員の比率が低くなっ
ている。
・職場全体の育児参加の必要性に対する認識が不十分
であることから、休暇等を取得しやすい職場環境と
なっていない。

23%

　「女性が輝き、全ての職員が生き生きと活躍できる
組織の実現」に向けて、地方公務員法における平等取
扱の原則及び任用の根本基準を踏まえつつ、東広島市
女性職員活躍推進行動計画（H28～H32）に基づく取
り組みを推進する。
　R3年度以降は「東広島市特定事業主行動計画」と統
合された新たな計画のもと、R６年度末までに管理職に
占める女性職員の割合30％以上を目標として取り組み
を推進する。
○現在、課長級となる年齢の女性職員が少ないことか
ら、10年後に管理職の対象年齢となる女性職員を対象
として、一般職の監督職（係長）の割合を高めてい
く。
○これまで女性があまり配置されてこなかった部門
（特に内部管理部門）にも積極的に配置する。
○女性職員のキャリア形成やマネジメント能力の向上
を支援する研修を行う等、女性管理職の登用に向け
た、人材育成を強化する。
○所属長研修において男性の育児参加への必要性や、
休暇等を取得しやすい環境づくりについての啓発を強
化し、配偶者の出産に伴う特別休暇及び男性職員の育
児休業の取得率を向上させる。

△

　令和2年度に東広島市女性職員活躍推進行動計画を、
次世代育成支援対策推進法に基づき策定した「東広島
市特定事業主行動計画」と統合し、新たに令和６年度
末までに管理職に占める女性職員の割合30％以上を目
標とした。
　令和４年度は令和５年度人事異動に向けて女性の積
極的な登用に取り組んだが、保育所の閉所等による女
性管理職職場の減少により、課長級以上の管理職に占
める女性職員の割合は2４.９％となり、前年度
（27.2％）から2.3％の減となった。
　今後も、引き続き計画的な登用を進める。

総務部職員課

取
組

指
標
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総務部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 試行 実施 → →

実績 検討
検討・
実施

実施 → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 実施 → → → →

実績 一部実施 → → → →

目標
(一人当たり
時間外勤務)

207時間 204時間 200時間 200時間 200時間

実績
(一人当たり
時間外勤務)

243時間 245時間 238時間 248時間 245時間

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → →

目標
(削減額)

105,480
千円(累積)

実績
(削減額)

▲20,480
千円

▲15,759
千円

17,024
千円

▲19,033
千円

▲16,584
千円

計画項目

22① 人件費の縮減

１①
（再掲）施策マネジメント
の見直し

・行政評価制度の見直し（施策
評価の導入）

　ＰＤＣＡサイクルの強化によ
る施策効果の向上

　本市においては、行政の透明性の向上を目的とし
て、各年度に実施した事務事業の事業費、概要、取
組・実績及び評価を広く市民等と共有するため、事務
事業シートを予算要求（計画シート）及び決算（評価
シート）の段階で作成し、公表している。計画シート
は、決算時の評価シートと連動させてＰＤＣＡサイク
ルの強化を図る目的で作成しており、評価シートは、
事務事業を対象に、それぞれ必要性、有効性、効率性
の視点を踏まえた上で、評価・課題・今後の方向性な
どを記入している。また、いずれも市のホームページ
で公表し、「見える化」の向上に努めている。
　このシートの作成により、個々の事務事業の見直し
や、事業単位での施策への寄与度に関する評価に一定
の成果を上げているところであるが、評価や見直しが
事務事業単位でしか行われず、ＰＤＣＡを回す際に、
事業が施策に対しどう寄与しているのかが評価されに
くいことが課題となっている。

　総合計画の施策をより効果的・効率的に推進するた
めに、実施状況や有効性を的確に評価し「選択と集
中」を行いながら、政策を展開することが重要であ
る。
　このため、総合計画における成果指標の達成度など
を用い、成果重視の視点から総合的に進捗状況を評価
し、適切な施策の推進を図るため、施策単位での行政
評価の導入を図る。

・現行の事務事業評価から施策評価へ移行する際の課
題整理（Ｈ30年度）
・施策評価制度設計（Ｈ30年度）
・試行（Ｈ30～31年度）
・実施（Ｈ32年度～）
　※時期総合計画策定に合わせた、施策評価の枠組み
の改編

○

進捗
状況

Ｒ４取組結果
年度別計画

担当（関係）部署取組項目

取
組

指
標

課題 計画内容

総務部総務課
（総務部政策推進監）
（財務部財政課）

計画・目標・実績

①　組織風土の醸成　職場の環境づくり
・定時退庁日の100％実施
・年休取得促進（前年度実績＋1）★連続休暇の取得
・ゆう活、テレワークの実施

②　意識改革
・自己研修・自己啓発の実施の取り組み
（毎月退庁後に実施、地域活動参加、健康づくり）

③　業務改革
　・業務量削減に向けて取り組み
（無駄の排除、段取りタイム、時間外の事前確認）

△

－

　第五次総合計画の策定に合わせて導入した施策評価
シートである「目的別事業群シート」について、予算
時と決算時に適切に作成しPDCAを実施している。
　また、総合計画に掲げる施策の実現に向けて、筋道
がより的確にとらえることができるよう随時改善して
いる。

－

210時間

　時間外勤務の縮減による人件
費の減

総務部職員課

総務部職員課

①　組織風土の醸成、職場の環境づくり
・年休取得日数：前年度比＋0.１日となった。
・ゆう活：試行実施（7～９月）
・テレワーク：試行実施（コロナウイルス感染防止対
策のため通年実施）
②　意識改革
・ゆう活やテレワークの実施により、長時間労働の是
正や職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、今後
の新しい生活様式や柔軟な働き方を推進する。
③　業務改革
・引き続き、朝礼及び終礼による業務量削減に向けた
取組みを全庁的に所属単位で実施するなど、組織内コ
ミュニケーションの活性化を促進し、業務量削減に向
けての取組みを推進した。

　以上の取り組みを推進したものの、アフターコロナ
対策及び災害復旧対策の進捗による影響もあり、時間
外勤務時間数はほぼ横ばいであった。事務事業の見直
しを推進し、今後も引き続き効率的な事務の執行に努
める。

取
組

指
標

・時間外勤務の縮減

　一人当たり時間外勤務実績の
縮減

　長時間労働は、コストであるという認識のもと、職
員のモチベーションを低下させ組織力の低下につなが
るだけでなく、職員個人の心身の健康に重大な影響を
及ぼすことから、時間外の縮減に向けて、組織をあげ
て取り組む必要がある。
　また、限られた定数の中で、適切な公務運営の確保
に配慮しつつ効率的な事務の執行を行うためには、よ
り実効性のある取組みをする必要がある。なお、ワー
クライフバランスの実現（健康で、仕事と子育てや介
護を無理なく両立）に向けても、大きな課題となって
いる。

取
組

指
標
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総務部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 実施 → → →

実績 検討・実施 実施 → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画
検討
実施

実施 → → →

実績
検討
実施

実施 → → →

目標
(広告収入額及び

物品見積額)

10,000
千円

10,000
千円

10,000
千円

10,000
千円

10,000
千円

実績
(広告収入額及び

物品見積額)

10,252
千円

9,709
千円

6,525
千円

5,412
千円

5,225
千円

計画 実施 → → → →

実績 検討 → 実施 → →

目標
(財政効果額)

2,175
千円

4,350
千円

75
千円

1,350
千円

2,400
千円

実績
(財政効果額)

― ―
75

千円
1,576

千円
4,169

千円

【重点項目】地域力マネジメント（地域力向上に資する施策展開の仕組みづくり）　

〔推進項目〕市民協働の更なる推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
計画
実施

実施 → → →

実績 実施 → → → →

目標
(自主防災組
織結成率)

100% 100% ― ― ―

実績
(自主防災

組織結成率)
96.3% 97.6% 97.6% 100% ―

計画
計画
実施

実施 → → →

実績 実施 → → → →

目標
(地域主体の
防災訓練数)

20件 30件 40件
1地域1訓練
以上

1地域1訓練
以上

実績
(地域主体の
防災訓練数)

14件 52件 15件
16地域

24件
27地域

48件

進捗
状況

計画・目標・実績
年度別計画

担当（関係）部署計画項目

計画項目

24⑤
自主財源の確保
（収納対策以外）

－

24②
自主財源の確保
（収納対策以外）

・広告料収入に係る広告媒体の
拡充（施設命名権の導入等）

広告料収入の確保 　市有財産への広告掲載については、各部署で事務処
理を行っているが、市が作成する冊子や封筒など、広
告掲載による収入増が見込めるものが潜在している。
　厳しい財政見通しの中、自主財源確保のために、各
部署が広告掲載等に取組みやすいよう広告掲載等に関
する事務処理の見直しや、新たな広告媒体の掘り起こ
しを行い、広告掲載による収入増を図る必要がある。

　広告掲載要綱、広告掲載基準に基づいた広告掲載の
事務処理の簡略化を図るとともに、全庁的に広告事業
に取り組みやすい環境づくりによりを整備する。
　また、市が広告主を募集するための新たな仕組み
（公共施設等に係る命名権（ネーミングライツ）導入
等）の検討を行う。

△

　第5次行政改革において、使用料・手数料の見直しを
全庁的に取り組んできたが、引き続き、社会経済情勢
の変化や施設・サービスの性質、内容、経費コスト
等、様々な角度から検討し、定期的に見直しを行う。

○

　外部有識者等で構成する「使用料等審議会」を３回
開催し、地域センターの使用料や法令等の改正に伴う
手数料など、個別の使用料・手数料　件の設定・改定
案件について、諮問・答申を経て、条例改正を行っ
た。

総務部総務課
（財務部財政課）

24①
自主財源の確保
（収納対策以外）

・使用料・手数料の見直し

　改正税率の適時反映による使
用料・手数料収入の適正化等 　使用料・手数料は、受益者負担の原則により、市の

施設や特定のサービスを利用した場合に、その利用者
が負担するものとなっている。
　そのため、施設やサービスを利用する人と利用しな
い人の均衡を考慮しながら、サービスの内容に応じた
適正な水準での使用料・手数料の設定又は見直しによ
る負担の適正化・公平性を確保する必要がある。

総務部総務課
（所管課）

－

35① 地域防災力の強化
・地域主体による防災訓練等の
実施

自主防災組織結成率の向上

　大規模災害発生時においては、行政単独の災害対応
「公助」には限界があり、自分の身は自分で守る「自
助」を前提とした、自主防災組織を主とした「共助」
の取り組みが特に重要である。
　市民の防災意識の高揚を図るとともに、発災時に助
け合うことのできる強固な「共助」組織として、災害
対策基本法に規定する自主防災組織を育成、強化する
ことが喫緊の課題となっている。

　自主防災組織の設立が進み、自ら率先して応急対応
を実施し、避難所運営など地域が主体となった運営体
制の構築を進めている団体も生まれている。
　すでに自主防災活動を展開している地域においては
現在の活動をより一層活性化し、新たに活動しようと
する地域においてはその活動支援を行っていく。
　実際に行動「訓練」を行ってはじめて身につく地域
防災力の向上を目指す。
　（設立時の資機材貸与、訓練経費支援、訓練保険加
入、出前講座等の積極的支援）

年度別計画

担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容
進捗
状況

Ｒ４取組結果

会計管理室会計課

95%

地域主体の防災訓練数の増加

市が行った総合防災訓練に合わせて、地域で主体的に
訓練を実施してもらうよう働きかけたことにより、訓
練を実施する地域及び訓練数を増やすことができた。

総務部危機管理課

R3年度に未結成であった1組織が結成され、対象とな
る48組織がすべてが結成となり、組織率は100%と
なっている。

総務部危機管理課

取
組

指
標

取
組

指
標

18

△

・適切な基金運用による利子増
収

利子収入の確保 　日銀の当面の金融政策運営について、短期金利はマ
イナス金利施策の継続、長期金利は上限修正により一
定の金利変動が見込まれる中、本市を取り巻く厳しい
財政状況下において、少しでも多くの自主財源を確保
するかが課題である。

8,684千円
（Ｈ28実績）

広報紙やホームページ、本庁舎及びJR西条駅のデジタ
ルサイネージへの広告掲載を実施するとともに、パン
フレットや公用封筒の一部については、広告入りの物
品の寄附を受け、活用した。

計画・目標・実績

取
組

指
標

取
組

指
標

取
組

指
標

　基金については、原則として指定金融機関等の普通
預金又は定期預金等により運用しているが、利率、安
全性、流動性等の比較検討により、預金運用に比べ債
券運用が有利と認められる場合は、債券により運用し
利子収入を確保する。

○

リスク分散を前提とした購入方法（1億円を毎月購入）
により、４月から3月までの１年間に各月1億円の債権
購入を行った。
《R4利子配当》  　    ４,１６９千円
 うち R2.9月～  3月：１,０３９千円
        R3.4月～  3月：１,８４３千円
        R4.4月～10月：１,２８７千円
　　　※R4.11月～3月購入分は初年度利子配当無

取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果
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総務部
（経営戦略担当）

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕組織力、職員能力の向上

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
試行
実施

→ → → →

実績
一部
実施

→ → → →

目標 － － － － －

実績 － － － － －

〔推進項目〕更なる業務効率化の推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 導入 →
検証

見直し
→ →

実績 導入 実施 → → →

目標 － － － － －

実績 － － － － －

計画
試行
検証

→ → → 実施

実績
試行
検証

実施 → →
見直し
実施

目標 － － － － －

実績 － － － － －

計画項目 計画・目標・実績課題 計画内容 Ｒ４取組結果

10② ＩＣＴの利活用

・本庁・出先機関間でのＩＣＴ
利活用による窓口機能の向上
・【新】サテライトオフィスの
実施検討
・モバイルワークの実施検討
・庁舎内のどこでも自席と同様
の業務が可能となるオフィス環
境整備

取組項目

計画・目標・実績

取
組

指
標

取
組

指
標

１② 施策マネジメントの見直し

・ＥＢＰＭの推進と政策調整の
あり方の見直しによる、事務事
業の効率化及び部局連携の推進
・国・県施策との連携促進のた
めの情報共有

　ＥＢＰＭの定着、政策調整事
務及び事務事業見直しの効率化

　限られた資源（人材・財源）を有効に活用し、効果
的な施策の立案を行っていくためには、事実に基づく
客観的な証拠や指標等に基づき、合理的な過程を踏ま
えて事業の見直しを含む政策判断を行っていくことが
重要である。
　もとよりこうした視点に基づき政策調整事務に取り
組んできたところであるが、今日では情報通信技術の
進展等により普及しつつある、いわゆるビッグデータ
など、より一層の現状分析に基づく課題や目標等の数
値による「見える化」が可能となっているにもかかわ
らず、そうした視点を欠く定性的な状況に基づき事業
化の判断を求められるケースが多い。
　また、現在の政策調整は各部局からの提案に基づき
実施しているため、部局の枠内に留まる内容が大半で
あり、部局間の連携や、国・県施策との連携が必要で
あるにもかかわらず、これらを反映できていないもの
が多い。

　証拠に基づく施策立案（Evidence-Based Policy
Making）の推進及び政策調整事務への活用とともに、
部局間連携や国・県施策等との連携を促進し、事務事
業見直しの効率化と投資効果の早期発現を図るため、
次の取組みを行う。
・地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」の職員向け操
作研修や、国との共催による政策立案ワークショップ
の開催等により、効果的な施策を立案するための全庁
的な意識醸成と職員のスキルアップを図る。
・市政全般の現況を的確に把握するため、指標となる
各種データの整理及び検証を行う。
・「地域情報分析システム」の導入及び活用により、
ＥＢＰＭの推進に資するデータを構築し、政策調整事
務をはじめとする事務事業の効率化を図る。
・政策調整に「前さばき」を行う機会を設け、必要な
連携が図られるよう事前調整を行う。
・複数の事務事業を含み部局間連携が必要となる市の
重要課題について、同一の政策会議で審議を行い方向
性を明らかにする。

　第5次総合計画に掲げる各施策の目指す姿を達成する
ために、複数の事業を束ねて設定した目的別事業群を
活用し、部局間で連携を進めながら、政策協議を実施
した。また、社会経済状況の変化に対応するため、有
識者会議の開催や、重点的に取り組んでいくべき6つの
施策を設定するとともに、複数の部局を横断する更な
る2つのパッケージ施策を編成するたの施策の方向性や
具体的な取組み等について協議を進めた。
　職員のスキルアップについては、外部講師による若
手職員に向けたワークショップ形式の研修会を開催
し、実際の目的別事業群の検証を行い、効果的な施策
や具体的事業の立案手法について定着を図った。
 地域情報分析システム（RESAS）で人口動態の状況
把握機能を引き続き利用した。

○

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果

取
組

指
標

計画項目

総務部政策推進監
（総務部総務課）
（総務部職員課）
（財務部財政課）
（総務部ＤＸ推進監）

－

総務部ＤＸ推進監
（総務部職員課）

－

　窓口サービスの向上
　事務処理・会議運営の効率化
（窓口待ち時間、会議運営時間
等の短縮）

１　窓口サービス
　本市の出先窓口（支所・出張所）においては、業務
が多様化・複雑化する中、限られた人員の中で市民
サービスを提供している。また、市全体で外国人人口
が増加しており外国語対応についても必要性が高まっ
ている。
２　災害対応・会議・研修
　災害対応時には、本庁で開催される災害対策本部へ
支所・消防局から人を参集しており、災害発生現場及
び消防との連携において効率的な運用となっていな
い。また、本庁で開催されている会議・研修等につい
ては、会議室不足・駐車場不測が発生している。
３　庁舎外業務
　庁舎外業務においては、必要な情報を紙文書等で準
備し業務を行い、帰庁したのち情報の入力等を行って
おり、効率的な運用となっていない。
４　オフィスの問題点
　オフィスレイアウトや紙文書、固定式のパソコン利
用形態等により、自席でしか執務が難しい状況にあ
り、会議参加時には必要な情報を紙で共有したり、手
持ちでない情報の不足が起こっている。

１　窓口サービス改善
　出先窓口と本庁窓口（外国語通訳・手話通訳含む）
をテレビ会議でつなぎ、市民サービスの向上と業務の
効率的運用を図る。
２　サテライトオフィス
　本庁と出先機関の会議室をテレビ会議システムで結
ぶことで、移動が困難な災害時において適切な災害対
応体制の確立と柔軟な対応を図る。また、本庁で開催
されている会議への参加することで、移動時間の削減
や本庁の会議室・駐車場不足の解消を図る。また、当
該会議室については、サテライトオフィスとして整備
し本庁でなくとも執務が行える環境とすることによ
り、効率的な業務遂行体制の整備を図る。
３　モバイルワーク
　庁外からでも安全に情報にアクセスできる手段を用
いてタブレット端末を利用し、庁舎外での効率的な業
務の遂行を図る。
４　オフィス改革
　タブレット端末、無線環境、文書・決裁の電子化に
より庁舎内のどこでも自席と同様の業務の遂行が可能
な環境の整備を行う。また、執務時間の中でかなりの
割合を占める会議・打ち合わせ時間の短縮を図るた
め、対面会議・テレビ会議・メールやチャット・電話
などを使い分けることで生産性の向上を図る。

１　事業者や自治体との会議で活用するＷＥＢ会議シ
ステムについて、時間制限のない会議を開催可能な環
境を構築・運用した。

２　消防職員、保育所職員等についても、本庁に来な
くても会議に参加できる体制を整えるとともに、本庁
職員が本庁でなくとも執務が行える環境を構築・運用
した。

３　庁外からアクセス可能なテレワーク用スマート
フォンの配備により、庁舎外においても庁舎内と同等
の事務執行が行えるような環境を整備・運用した。

４　すべての職員がチャットやテレビ会議を使える環
境を整備したことで、電話やメール利用からチャット
やファイル共有等の利用に変化がみられるようにな
り、業務の効率化が図られた。

○

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署

－

　継続的に運用を行ったが、既存RPAツールの活用に
おいては一定の知識が必要であり、人事異動等により
担当者が変わった場合に、継続活用が難しい状況が
あったことから、より簡単に活用ができるツールに変
更を行い令和５年度から運用を開始した。

○ 総務部ＤＸ推進監10③ ＩＣＴの利活用 ・ＲＰＡ（※）の導入

　導入対象事務における自動化
（財務伝票作成等の事務処理時
間の短縮）

　歳出削減の取り組みにより、残業時間の縮減や人件
費の削減が求められる一方、多様な行政サービスの
ニーズに応えるため、業務量は増加傾向にあり、職員
は、これまで以上に限られた時間を有効に使い、効率
良くかつ正確に事務処理を行っていくことが必要と
なっている。
　しかしながら、日常業務においては、財務伝票の起
票処理など定期的・定型的に発生する単調な作業が多
く、こうした作業に割り振らなければならない時間に
よって、本来注力すべき取り組みにかける時間を喪失
している。また、大量のデータを目視で確認する作業
や、処理手順が多岐に及ぶ作業などでは、ヒューマン
エラーによる誤処理のリスクも内在している。

　人間の行う業務処理手順を記録して代行するＲＰＡ
（Robotic Process Automation）ツールの導入によ
り、作業の効率化や時間短縮、正確な事務処理の実現
を目指す。
　平成３０年度においては、定型的な財務会計の起票
処理（支出負担行為、支出命令、兼命令、調定調書）
及び担当課から提案のあった事務作業のうち４業務程
度を、ＲＰＡツールによる自動処理の実証実験の対象
として効果の検証を行う。
　平成３１年度以降は、前年度の検証結果を踏まえ、
適用対象所属及び適用対象作業を拡大するとともに、
紙帳票をデータ化して自動処理を行うＯＣＲロボの導
入に向けた調査研究、技術検証等を進める。
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総務部
（経営戦略担当）

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕更なる業務効率化の推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 試行 実施 → →

実績 検討 → 実施 → →

目標
(通報件数)

- 200件 260件 350件 520件

実績
(通報件数)

- - 17件 236件 172件

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
試行
実施

→ → → →

実績
一部
実施

→ → → →

目標 － － － － －

実績 － － － － －

計画項目 計画・目標・実績課題 計画内容 Ｒ４取組結果

1②
（再掲）
施策マネジメントの見直し

・ＥＢＰＭの推進と政策調整の
あり方の見直しによる、事務事
業の効率化及び部局連携の推進
・国・県施策との連携促進のた
めの情報共有

取組項目

取
組

指
標

取
組

指
標

10④ ＩＣＴの利活用
・市民通報アプリの提供及び活
用による道路損傷対応の迅速化

　道路損傷通報アプリの活用に
よる対応の迅速化

・修繕が必要な道路を把握する方法が限定されてお
り、本来修繕すべき道路が見つけられていない可能性
がある（現地パトロールや市民からの電話通報など）

・電話通報の場合、該当箇所の位置の特定や損傷状況
の把握が必要となるため、修繕までに時間を要する

（・通報　⇒　現地調査　⇒　修繕　⇒　完了　と
いった作業の進捗を通報者と担当課で共有する手段が
電話・メール等しかない）

・市民からの投稿機能を有するＧＩＳを再構築する。
・平成30年度中に構築を完了（構築期間は約半年を想
定）。
・構築後、東広島市職員による通報機能の試験導入。
　その結果を踏まえ、市民を対象とした通報機能の利
活用実験を実施。
・位置情報及び現地写真をあらかじめ確認できるた
め、場所の特定、写真での通報内容の事前確認、場所
特定による重複通報の把握等により修繕前の確認事務
を軽減できる。
・通報　⇒　（現地調査）　⇒　修繕　⇒　完了報告
というフローとすることで、
　（１）修繕完了までよりスピーディに対応ができ
る。
　（２）修繕完了までの情報を市民に公開し、市の取
り組みを市民が確認しやすくなる。

　引き続き、市民等からの道路や公園等の不具合やご
みの不法投棄の写真や位置情報付きで投稿できるアプ
リ（通称：のんレポ）を運用するとともに、令和４年
度から災害による被害情報についても投稿できるよう
にした。
【投稿実績】
道路：86件
公園：3件
ごみ：12件
災害：58件
テーマレポート等：13件

△
総務部ＤＸ推進監
（建設部維持課）

－

総務部政策推進監
（総務部総務課）
（総務部職員課）
（財務部財政課）
（総務部ＤＸ推進監）

－

　ＥＢＰＭの定着、政策調整事
務及び事務事業見直しの効率化

　限られた資源（人材・財源）を有効に活用し、効果
的な施策の立案を行っていくためには、事実に基づく
客観的な証拠や指標等に基づき、合理的な過程を踏ま
えて事業の見直しを含む政策判断を行っていくことが
重要である。
　もとよりこうした視点に基づき政策調整事務に取り
組んできたところであるが、今日では情報通信技術の
進展等により普及しつつある、いわゆるビッグデータ
など、より一層の現状分析に基づく課題や目標等の数
値による「見える化」が可能となっているにもかかわ
らず、そうした視点を欠く定性的な状況に基づき事業
化の判断を求められるケースが多い。
　また、現在の政策調整は各部局からの提案に基づき
実施しているため、部局の枠内に留まる内容が大半で
あり、部局間の連携や、国・県施策との連携が必要で
あるにもかかわらず、これらを反映できていないもの
が多い。

　証拠に基づく施策立案（Evidence-Based Policy
Making）の推進及び政策調整事務への活用とともに、
部局間連携や国・県施策等との連携を促進し、事務事
業見直しの効率化と投資効果の早期発現を図るため、
次の取組みを行う。
・地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」の職員向け操
作研修や、国との共催による政策立案ワークショップ
の開催等により、効果的な施策を立案するための全庁
的な意識醸成と職員のスキルアップを図る。
・市政全般の現況を的確に把握するため、指標となる
各種データの整理及び検証を行う。
・「地域情報分析システム」の導入及び活用により、
ＥＢＰＭの推進に資するデータを構築し、政策調整事
務をはじめとする事務事業の効率化を図る。
・政策調整に「前さばき」を行う機会を設け、必要な
連携が図られるよう事前調整を行う。
・複数の事務事業を含み部局間連携が必要となる市の
重要課題について、同一の政策会議で審議を行い方向
性を明らかにする。

　第5次総合計画に掲げる各施策の目指す姿を達成する
ために、複数の事業を束ねて設定した目的別事業群を
活用し、部局間で連携を進めながら、政策協議を実施
した。また、社会経済状況の変化に対応するため、有
識者会議の開催や、重点的に取り組んでいくべき6つの
施策を設定するとともに、複数の部局を横断する更な
る2つのパッケージ施策を編成するたの施策の方向性や
具体的な取組み等について協議を進めた。
　職員のスキルアップについては、外部講師による若
手職員に向けたワークショップ形式の研修会を開催
し、実際の目的別事業群の検証を行い、効果的な施策
や具体的事業の立案手法について定着を図った。
 地域情報分析システム（RESAS）で人口動態の状況
把握機能を引き続き利用した。

○

進捗
状況

年度別計画

担当（関係）部署

計画項目 取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果
進捗
状況

計画・目標・実績
年度別計画

担当（関係）部署
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総務部
（経営戦略担当）

【重点項目】地域力マネジメント（地域力向上に資する施策展開の仕組みづくり）　

〔推進項目〕積極的な情報共有・発信

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 実施 → → →

実績 検討 実施 → → →

目標 － － － － －

実績 － － － － －

計画
検討
実施

→ → → →

実績
検討
実施

実施 → → →

目標
(掲載

データ数)
127 152 152 152 152

実績
(掲載

データ数)
155 156 159 162 145

計画
検討
実施

→ → → →

実績
検討
実施

実施 → → →

目標
(オープン
データダウ
ンロード数)

306 382 477 596 750

実績
(オープン
データダウ
ンロード数)

339 408 623 692 429

計画
検討
実施

→ → → →

実績
検討
実施

実施 → → →

目標
(利活用推進

イベント
開催数)

1回 2回 3回 3回 3回

実績
(利活用推進

イベント
開催数)

１回 ３回 １回 １回 ５回

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(１計画あた
りの平均意
見提出件数)

9件 12件 15件 18件 20件

実績
(１計画あた
りの平均意
見提出件数)

13.4件 25.7件 16.8件 7.8件 15件

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標 － － － － －

実績 － － － － －

計画項目

指
標

計画・目標・実績

取
組

Ｒ４取組結果

取
組

指
標

取
組

指
標

取
組

指
標

取
組

指
標

総務部広報戦略監

－

41① 地域情報の発信支援
・地域団体等の活動やイベント
等の情報発信支援

　地域の活性化
　地域住民の地域に対する愛着
と誇りの醸成

・地域において市民によるさまざまな取組み（イベン
トや社会貢献活動など）が行われているが、情報発信
の手段に乏しく周知されない現状がある。
・地域の取組みを効果的に発信し多くの市民を巻き込
むことで、地域の活性化や東広島市への愛着と誇りを
醸成する必要がある。

地域の団体等の活動やイベントについて、報道機関に
情報提供（プレスリリース）する。

・広報紙で地域活動等や市民活動情報サイト「すきか
も」の紹介を行った。
・FM東広島やKAMONケーブルテレビのデータ放送
で、地域のイベント情報などを放映した。
・報道機関への情報提供を行った。
・イベント情報集約サイトで地域団体等のイベント情
報を発信した。

○

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容

245

１・２　現在、本市のオープンデータサイトについて
は、市HP、広島広域都市圏ＩＣＴ推進協議会、タブ
ローと３サイトがある現状であり、また、掲載データ
についても明確な方針がない状況となっており、サイ
トの活用も含めた方針作成に着手した。
３　職員に対して、各業務におけるデータ活用を推進
するために、学識経験者や民間事業者による研修会等
を開催した。

△

総務部広報戦略監
総務部ＤＸ推進監

総務部広報戦略監
総務部ＤＸ推進監

掲載データ数の増加

　平成28年12月の市公式ホームページのリニューア
ルに合わせて、オープンデータカタログサイトを開設
し、オープンデータ（商用利用も含めた２次利用可能
なデータ提供のこと）の提供を開始した。
しかしながら、本市が保有する様々な行政情報につい
て網羅しておらず、データ形式についても最適化され
ていないため、利用頻度も低い状況にある。
また、住民や企業がどのような情報を欲しているのか
ニーズ把握ができおらず、掲載データの利活用を推進
する必要がある。

１　ニーズ調査
　どのような情報が必要とされているか、インター
ネットアンケート等によりニーズ調査を行う。
２　掲載データの拡充
　調査結果をもとに、掲載データの拡充・データ形式
の見直しを検討し、データ化を推進する。
３　利活用推進
　現在、利活用されている事例としては「東広島くら
しのアプリ」しかないが、オープンデータのさらなる
推進のため、「アイデアソン」や「ハッカソン」を開
催し推進を図る。

　利活用推進イベント開催数の
増加

総務部広報戦略監

－

－

44① 戦略的な広報展開

・対象を明確にし、最適なメ
ディアを活用した広報の展開
・広報アドバイザーの活用
・市長定例記者会見（１回/月）
・新たな戦略に基づいたキャン
ペーン等の展開

広報に対する市民満足度の向上
・情報入手手段が多様化しており、ターゲットに応じ
たメディアを選択・組み合わせる必要がある。
・市政の運営方針や考え方、行政情報を市民に対し積
極的に正確に知らせ、説明責任を果たす必要がある。
・市民の市政に関心を高める必要がある。
・市外の在住者や企業等に対し本市の認知度向上を図
る必要がある。
・報道機関とより望ましい関係を築く必要がある。
・市民のシビックプライドを醸成することで推奨意欲
の上昇を図り、本市の認知度・イメージが向上させる
必要がある。

・対象を明確にし、最適なメディアを活用した広報の
展開を図る。
・各事業の広報を的確かつ効果的に行うため、広報ア
ドバイザーを活用する。
・月に１回、新規事業や重要施策の進捗状況について
市長定例記者会見を実施する。
・シティプロモーション戦略を改訂し、新たな戦略に
基づいたキャンペーン等を展開する。

・事業の目的やターゲットに合わせた適切な広報媒体
での情報発信を行った。
・市長定例記者会見をおおよそ毎月１回実施し、41件
の発表を行った。
・市内外から選ばれるまちとなるため、市の取組みや
魅力を分かりやすく紹介する特設サイトで広く情報を
発信した。

○

42① オープンデータ活用の促進
・オープンデータカタログサイ
トの活用促進

106

　オープンデータダウンロード
数の増加

総務部広報戦略監
総務部ＤＸ推進監

総務部広報戦略監
（所管課）

６.４件
指
標

43①
パブリックコメント手続の
実施

・パブリックコメント手続にお
ける意見提出の促進

　１計画あたりの平均意見提出
件数の増加

　開かれた市政運営及び市民協働のまちづくりを推進
するため、市の政策等の形成の過程において、当該政
策等の案を公表し、これに対する市民等の意見・提案
を広く募集し、提出された意見等を考慮して当該政策
等を定めることとしている。
　平成２８年に「パブリックコメント手続実施要綱」
を制定し、これまで全庁でバラバラだった手続を統一
化するとともに、市ホームページにパブリックコメン
ト専用ページを設け、常時実施状況を掲載するなどし
て、市民が市政に参加しやすい環境づくりに取り組ん
できた。
　しかしながら、平成２９年度の実績では、市民から
の意見提出が少なく、実施した１４計画中、９計画が
０件であった。
　今後、より一層市民の市政参画が得られるような取
組が必要である。

【提出意見を増やすための取組】
１　地域づくり推進課の取組
　　①年度初めに実施担当課を対象とした事務説明会
の実施
　　②積極的な広報活動（制度の周知）
　　③年度終わりに実施結果を検証し、来年度の改善
策を検討

２　実施担当課の取組
　　①実施計画を立て、意見募集期間を十分に確保す
る（おおむね１か月間）
　　②分かりやすい資料の作成（計画を理解していた
だけるように、分かりやすい解説、論点整理、計画を
コンパクトにまとめた概要版資料の作成に努める。）
　　③積極的な広報活動（意見募集の周知）
　　　　・ホームページ・広報紙掲載、記者提供等
　　　　・計画に関係がある団体等に直接周知
　　　　・説明会の開催

　パブリックコメントの対象となる計画の内容をわか
りやすくまとめた資料の作成や、パブリックコメント
の案内チラシを作成し、周知を図った。
　また、市HP、広報紙、市民ポータルサイト等での周
知や関係団体への周知を行ったが、意見数は目標値を
下回った。
　各計画における効果的な情報発信に努めるととも
に、計画策定時だけでなく、平時から市民等の市政へ
の理解を促進するため、積極的に情報発信していく。

△

取
組
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財務部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(人口一人当た
り地方債残高)

420千円 410千円 400千円 390千円 380千円

実績
(人口一人当た
り地方債残高)

412千円 395千円 395千円 401千円 393千円

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(収納率)

市税96.6％
(現年99.3％)
国保税74.0％
(現年93.1％)

市税96.7％
(現年99.4％)
国保税74.5％
(現年93.2％)

市税96.8％
(現年99.4％)
国保税75.0％
(現年93.2％)

市税96.9％
(現年99.5％)
国保税75.5％
(現年95.2％)

市税97.0％
(現年99.5％)
国保税77.0％
(現年95.2％)

実績
(収納率)

市税97.2%
(現年99.3%)
国保税74.1%
(現年93.2%)

市税97.4%
(現年99.3%)
国保税75.8%
(現年93.4%)

市税97.3%
(現年98.9%)
国保税76.9%
(現年93.9%)

市税97.8%
(現年99.4%)
国保税76.1%
(現年94.0%)

市税98.1%
(現年99.6%)
国保税76.3%
(現年94.7%)

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(件数)

売却可能資産
抽出件数13件
新規の売却・

貸付件数(累計)
５件

売却可能資産
抽出件数15件
新規の売却・

貸付件数(累計)
７件

売却可能資産
抽出件数17件
新規の売却・

貸付件数(累計)
8件

売却可能資産
抽出件数19件
新規の売却・

貸付件数(累計)
9件

売却可能資産
抽出件数20件
新規の売却・

貸付件数(累計)
10件

実績
(件数)

売却可能資産
抽出累計件数

1３件
新規の売却・

貸付件数(累計)
４件

売却可能資産
抽出累計件数

１５件
新規の売却・

貸付件数(累計)
９件

売却可能資産
抽出累計件数

１9件
新規の売却・

貸付件数(累計)
11件

売却可能資産
抽出累計件数

２４件
新規の売却・

貸付件数(累計)
１６件

売却可能資産
抽出累計件数

27件
新規の売却・

貸付件数(累計)
24件

計画項目 計画・目標・実績

24⑥
自主財源の確保
（収納対策）

・市民税、固定資産税、国民健
康保険税の収納率向上

　市税・国民健康保険税収納率
の向上

　市税・国保税の収納率の向上に取り組んできたこと
により、収入未済額は縮小傾向にある。これは、納期
内納付推進の取組みや差押をはじめとした滞納処分の
強化によるものと考えている。今後の計画期間におい
ては、交付税措置の減額、国民健康保険制度の改正を
控えており、引き続き歳入確保のための収納対策が重
要な課題である。

 
　収納率の向上と滞納繰越額の抑制のために、次の具
体的な取組みを実施する。
　
①コンビニ収納及び口座振替の推進を含めた納税推進
活動
②納税案内センター運営による滞納整理の早期着手
③他部門との連携による滞納整理（市民税課・資産税
課・国保年金課・広島県との連携）
④職員の人材育成
⑤滞納処分の強化
⑥不動産公売及びインターネット公売

取
組

指
標

取
組

指
標

21①
効果的かつ効率的な予算執
行の推進

・公債費縮減
・財政見通し等を踏まえた効率
的な予算執行

　人口一人当たり地方債残高の
縮減

　健全な財政運営を行いつつ、時代の変化や地域及び
市民ニーズに的確に対応していくためには、歳出を削
減することにより本市の持続的な成長・発展に必要な
財源を確保していく必要がある。

〇財政運営の最適化に向けた地方債の効果的運用

〇財務書類や事務事業のＰＤＣＡサイクルを反映した
効果的・効率的な予算執行
（総務課、政策推進監、財政課）

〇財政見通し、事業の必要性・優先度・効果等を踏ま
えた中長期的な視点による予算執行
（政策推進監・財政課）

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果

財務部財政課

430千円

△

　地方債残高は償還額が発行額を上回ったことによ
り、前年度比でマイナス1.5％となったが、平成30年
7月豪雨災害以降、災害復旧事業債の借入が継続してい
ることにより、目標を達成できなかった。

市税96.5％（現年99.3％）
国保税73.3％（現年93.1％）

25① 効率的な財産管理
・公有財産の売却及び未利用公
有地の活用促進
・新たな売却資産の発掘

　公有財産の売却及び未利用地
の活用

　土地の取り引きが伸び悩むなか、公有財産を購入や
貸借の対象物件として認識されるためには、需要と供
給のマッチングに向けた対策が必要である。
　また、普通財産の多くは広大地や山林・原野等、現
状では市場性の低い資産が占めており、売却や貸付け
を行うためには市場のニーズに対応した対策が必要で
ある。

　販売価格の適正化に向けた再評価や、インターネッ
ト等を活用した広報活動を実施することにより、管財
課所管の７箇所（三永１箇所、福富３箇所、豊栄３箇
所）、区画整理課所管の１箇所（東広島駅前）をはじ
めとする分譲地の売却や未利用公有地の活用を推進す
る。
　また、広大地や山林・原野等の中から新たな売却可
能資産を発掘するとともに、市の事業においても積極
的に活用が図れるよう関係部局との連携を行う。

○

○

財務部収納課
（財務部市民税課）
（財務部資産税課）
（健康福祉部国保年金課）

　収納率の向上と滞納繰越額の抑制のために、次の具
体的な取組みを実施した。
①コンビニ収納に加えスマホ収納を導入するととも
に、口座振替を推進した。
②市税等案内センターの運営
③収納指導員の活用
④他部門との連携による滞納整理
（市民税課・資産税課・国保年金課・広島県との連
携）
⑤職員の人材育成
⑥滞納処分の強化
⑦不動産公売及びインターネット公売

　未利用地については、市営住宅跡地等の３件の売却
を行った。
　また、近隣工業団地の事業者による一体利用のた
め、複数部局の連携により、不認定道路等を含む山林
一体の売却を実施した。

取
組

指
標

財務部管財課

－
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財務部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕公共施設等の適正配置と効率的な維持管理

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → 見直し 実施 →

実績 実施 → 策定 実施 →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 検討 実施 → → →

実績 実施 → → → →

目標
(公用車台数)

206台 204台 203台 200台 199台

実績
(公用車台数)

206台 206台 206台 206台 199台

計画項目

取
組

指
標

取
組

指
標

計画・目標・実績Ｒ４取組結果

財務部管財課
（所管課）

－

年度別計画
担当（関係）部署

26①
公共施設（建築物）の適正
配置と有効活用

・公共施設の適正配置に係る実
施計画の着実な執行

　計画の進捗管理（所管課）
　施設利活用に向けた連携（管
財課）

　本市が所有する公共施設は全体的に老朽化が進んで
いるが、多くは昭和５０年代後半からバブル経済期に
おいて建築されており、今後、集中して建築物の更新
や大規模修繕の時期を迎える。このため、将来の財政
負担を縮減し、持続可能な施設体系に移行する必要が
ある。

　公共施設の適正配置に係る実施計画に基づき、施設
の複合化や譲渡、取壊し等を推進し、施設の床面積の
削減に向けた進捗管理を行う。施設所管課において事
業の実施や地元調整を行うとともに、管財課において
は固定資産台帳等を基に公共施設の利活用に向けた連
携を行う。
　また、現状維持することとしている施設について
は、トータルコストの削減や費用の平準化を実現する
ため、簡易劣化診断等を活用して予防保全の観点に
立った維持管理を行う。

・各個別施設計画の予算・決算ベースの進捗状況を整
理・共有し、施設所管課における取組を促した。
・公共施設利活用推進検討委員会を開催し、部局間で
の情報共有や連携を行った。

○

進捗
状況

取組項目 課題 計画内容

207台

　部局への配置を見直し、台数の削減を図ることで目
標を達成した。

○ 財務部管財課27① 公用車の効率的な配備
・公用車の効率的な運用による
台数の削減

公用車の台数の削減
　平成29年度末時点での公用車台数（コムス、消防
局、水道局を除く）が207台と多く、維持費用の負担
が大きい。
（本庁舎121台、支所40台、出張所3台、その他43
台）

　次の施策の実施により運用を効率化し、公用車に係
る維持費の削減を図る。
・車種や部局への配置を再精査し、稼働率の向上を図
る。
・買取車のうち特殊車両以外をリース車へ切り替え、
維持費の削減を図る。
・短距離単独利用時のコムス利用の徹底。

-13-



生活環境部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕民間活力の活用

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 検討 →
体制整備・

検討
検討・実施 実施

実績 検討 → 検討
検討・

一部実施
検討・

一部実施

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

15① アウトソーシングの推進

課題 計画内容
年度別計画

担当（関係）部署計画項目 取組項目 Ｒ４取組結果

生活環境部市民課・住民窓口業務の一部委託

　窓口業務における委託の実施
　モニタリング職員の育成

  マイナンバー業務が追加され、窓口業務並びにマイナ
ンバーカード管理等にかかる業務量が増加していく見
込みである。このような状況下では、窓口業務に係る
職員の負担が大きく市民サービスの低下が懸念され
る。

  窓口業務のうち委託可能な領域について検討し、必要
な委託を実施する。職員が従事すべき業務と委託可能
な業務を切り分けることで、市職員の負荷軽減を促
し、市民サービスの向上を目指す。

　既に外部委託で実施している市民課窓口における申
請書の記載案内等業務について、来庁者が多い毎週月
曜日（祝日の場合は翌開庁日）の配置人数を１人体制
から２人体制へと変更した。これにより、来庁者の申
請手続きが円滑に行えるようになり、窓口混雑の解消
に繋がった。
　マイナンバーカード業務について、出張申請業務を
外部委託で実施した。これにより、申請しやすい場の
提供を行うことで市民の利便性の向上に繋がった。ま
た、これまでこの業務を職員が行ってきたため、外部
委託を行うことで職員の負担軽減及び窓口の混雑緩和
を図ることができた。
　他の業務については、今後の窓口DXの推進等、国の
動向に注視しながら、引き続き委託が可能な業務につ
いて検討する。

－

○

進捗
状況

計画・目標・実績

取
組

指
標
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健康福祉部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕事務事業の見直し・統合

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
検討
調整

→ → → →

実績
検討
調整

→ → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(財政効果額)

180,000
千円

180,000
千円

180,000
千円

180,000
千円

180,000
千円

実績
(財政効果額)

209,933
千円

212,480
千円

214,710
千円

212,399
千円

155,579
千円

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(収納率)

98.01% 98.11% 98.31% 98.32% 98.33%

実績
(収納率)

98.29% 98.40% 98.57% 98.81% 98.99%

計画項目

計画項目

12① 既存事業の統合と支援強化 ・発達支援体制の強化

取組項目

・介護保険料の収納率向上

介護保険料収納率の向上

　市が徴収する65歳以上の人の介護保険料は、介護保
険制度を運営していくための大切な財源であることか
ら、介護保険料の滞納額を縮減し保険料負担の公平性
を確保することが課題となっている。
　介護保険料の約98％を構成する現年賦課分のうち、
特別徴収とならない普通徴収の未納額を縮減すること
を改革の対象とする。

取
組

指
標

取
組

指
標

取
組

指
標

計画・目標・実績

計画・目標・実績

健康福祉部障害福祉課

－

　東広島市子育て・障害総合支
援センター「はあとふる」内へ
の発達支援センター設置 　本市においては、東広島市子育て・障害総合支援セ

ンター「はあとふる」を中心として、保育所等巡回相
談をはじめ、発達障害コーディネーターの配置、す
てっぷ教室事業と、発達障害のある子どもの早期発
見・早期療育から支援へとつなぐスキームが構築され
てきた。しかし、相談ニーズは、支援体制が整備され
るペースを超えて増加傾向にある。
　そうしたことから、はあとふるの支援体制につい
て、発達支援の充実に向けた機能強化が求められてい
る。

　東広島市子育て・障害総合支援センター「はあとふ
る」内に「発達支援センター」としての機能を増設
し、人員を配置。関係課の既存発達事業を行うととも
に、関係課との連携・調整を行う。
（１）既存事業…発達相談、保育巡回相談、パオパオ
くらぶ、すてっぷ教室、保育コンサルーション、学校
巡回、研修企画・実施　等
（２）新規事業案…ペアレントメンター、ペアレント
トレーニング、発達障害支援アドバイザーの養成　等

　東広島市子育て・障害総合支援センター「はあとふ
る」内に発達障害担当のコーディネーターを２名配置
し、関係課、関係機関と連携し相談支援等の事業を
行った。
　発達相談は2,483件、保育所巡回相談は延べ71か所
237人の相談を受けた。パオパオくらぶ、すてっぷ教
室に発達障害担当のコーディネーターが参加し相談支
援を行った。
　ペアレントメンターの周知を行うとともに、個別相
談等を実施した。発達セミナーは一般市民向けに2回、
学童保育支援員向けに2回、市職員向けに1回、在宅介
護・医療関係者向けに1回、計6回開催し、556人の参
加があった。

○

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署課題 計画内容 Ｒ４取組結果

23① 医療費適正化の推進
・ジェネリック医薬品の普及拡
大

　国民健康保険における医療費
の削減

　国民健康保険は、高齢化の進展や医療技術の高度化
などにより、医療費が増え続ける一方で、保険加入者
の高齢化や低所得者層の増加に伴い、収入の確保が困
難となり、厳しい財政運営が続いている。
　平成30年度以降、広島県が財政運営の責任主体とな
り、安定的で効率的な制度とするため、県及び県内市
町が連携しながら、医療費の適正化対策や保健事業の
推進を通して、医療費の抑制を図る必要がある。

・ジェネリック医薬品の普及拡大
　先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えた場
合の自己負担額の差額通知を行い、安価なジェネリッ
ク医薬品を普及拡大させることで、医療費の増加を抑
制し、財政負担と患者負担の軽減を実施する。

　先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えた場
合の自己負担額の差額通知を行い、安価なジェネリッ
ク医薬品を普及拡大させることで、医療費の増加を抑
制し、財政負担と患者負担の軽減を実施した。

△

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果

削減額175,374千円
（Ｈ28実績）

健康福祉部国保年金課

97.95%
（Ｈ28実績）

○ 健康福祉部介護保険課

　滞納整理の年間計画を策定し、計画に基づいた滞納
整理を行う。
徴収事務を効率的、機動的に進めるため、関係課と連
携し取り組む。

①早期の納付指導
　新規に滞納が発生した者には電話による催告、電話
番号の不明な者には訪問催告を行うなど、早期の納付
指導を徹底する。
②催告書の送付
　催告書の送付は、出納閉鎖前の４月には前年度に資
格を取得した者の現年度分を、６月から３月までは現
年度分と滞納繰越分を合わせて行う。
③給付制限についての趣旨説明
　介護保険料が滞納となった場合、介護サービス利用
時の給付制限等の措置について説明し、自主納付を促
す。
④財産調査・差押
　再三の督促・催告にもかかわらず滞納が続く者を対
象に財産調査を行い、換価可能な財産については差押
を行う。

　滞納整理の年間計画を策定し、計画に基づいた滞納
整理を行った。
　また、催告書の送付時に納付書を同封したほか、市
税等納付案内センターによる電話催告等を行い、収納
率の向上に繋げた。

実績収納率
現年度分　　99.65％
滞納繰越分　18.45％

24⑦
自主財源の確保
（収納対策）
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健康福祉部

【重点項目】地域力マネジメント（地域力向上に資する施策展開の仕組みづくり）　

〔推進項目〕市民協働の更なる推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(ネットワー
ク協議会の
開催回数)

20～３０回 20回以上 → → →

実績
(ネットワー
ク協議会の
開催回数)

11回 20回 21回 17回 25回

計画項目
年度別計画

担当（関係）部署計画・目標・実績

20回

  日常生活圏域（10圏域）ごとにネットワーク協議会
等を開催し、地域関係者のネットワーク構築および地
域課題の把握、課題解決に向けた意見交換等を行っ
た。
　なお参集による会議を開催しなかった地域において
は、書面やメールにより関係者間の連携を図った。

○ 健康福祉部地域包括ケア推進課40①
地域で共に支える体制づく
り

・ネットワーク協議会の充実強
化

　圏域ごとの課題をとらえた
ネットワーク協議会の開催

　単身・夫婦のみの世帯などの支援を必要とする高齢
者の増加に伴い、地域の実情に応じた多様な主体によ
る生活支援・介護予防サービスの提供が必要となって
きている。
　一方で、高齢者の社会参画による生活支援の「担い
手」として役割を持つことは、社会参画による介護予
防が期待されており、介護予防と日常生活支援を総合
的に進めていくという取組みを進めることが求められ
ている。

　旧町域を基本に構成する日常生活圏域において、生
活支援コーディネーター、住民自治協議会をはじめと
する地域の関係者で構成するネットワーク協議会（協
議体）を中心に、地域における課題や資源を把握し、
資源開発、地域の関係者のネットワークの構築、地域
のニーズと地域資源のマッチングへつなぐ取組みに着
手している。
　今後、地域ケア会議等を活用しながら、生活支援
コーディネーターの活動やネットワーク協議会を重ね
ることにより、世代を超えて地域住民が共に支え合う
地域づくりに向けた取組みを実施する。

取
組

指
標

取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果
進捗
状況
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こども未来部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕更なる業務効率化の推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
実施
試行

実施 → → →

実績
実施
試行

→
実施
検討

→
実施
検討

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(収納率)

保育料
93.26%
いきいき
99.46％

保育料
93.46%
いきいき
99.48％

保育料
93.66%
いきいき
99.50％

保育料
93.86%
いきいき
99.52％

保育料
94.06%
いきいき
99.54％

実績
(収納率)

保育料
92.61%
いきいき
98.89％

保育料
91.27%
いきいき
98.79％

保育料
86.87%
いきいき
99.02％

保育料
90.51％
いきいき
98.84%

保育料
92.77%
いきいき
98.49％

指
標

計画・目標・実績

計画項目

課題 計画内容 Ｒ４取組結果

取
組

計画項目

－

課題 計画内容 Ｒ４取組結果

10⑤ ＩＣＴの利活用 ・保育支援システムの導入

　保育システム（連絡系システ
ム・事務系システム）導入施設
の増による業務効率化

　本市における保育ニーズ量は年々増加する一方、保
育士不足が待機児童の要因となっている。また、人口
増加が続いている本市においても将来的な年少人口の
維持が課題となっており、より利用しやすく安心でき
る保育施設が必要とされている。

　保育支援システムの導入により、保育士の負担軽減
による保育の質の向上、保育士間及び保護者とのコ
ミュニケーション促進によるサービス向上、及び保育
内容の見える化による安心・安全の向上を図る。
　保育支援システムの機能は多岐にわたっており、全
ての機能において満足できるシステムは確認できてい
ない。また、児童の基本情報の管理や保育計画等の作
成機能を有する事務系システムと児童の登降園管理や
保護者との連絡機能を有する連絡系システムは、互い
にデータを共有する必要性が低い。したがって、事務
系システムと連絡系システムは、別々に導入を進め
る。

●連絡系システム（保護者連絡管理、登降園時間の管
理）
　平成29年度に４施設において試行導入し有効性が認
められたため、平成30年４月から全保育所等で導入す
る。

●事務系システム（児童情報・保育計画等）
　平成30年度に１施設で試行導入し、システムを活用
した保育を実践することで、本格導入に向けたシステ
ムの運用方法を確立する。

●連絡系システム
・平成３０年4月より、すべての保育所・認定こども園
に導入。

●事務系システム
・令和４年度より、すべての保育所・認定こども園に
保護者向けのインターネット写真サービスを導入。
・職員のシフト管理システムの試行導入し、令和５年
度からすべての保育所・認定こども園へ導入すること
を決定した。

△

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目

こども未来部保育課

担当（関係）部署取組項目

保育料93.06%
いきいき99.44％

　保育料収納事務協力員や収納嘱託員との連携の下、
口座振替の促進や保護者への声掛け等を通じて、保育
料の滞納を未然に防止するよう努めるとともに、滞納
者に対しては、督促や納付指導をはじめ、財産の差し
押さえも視野に厳正に対処していく。
滞納者に対しては、収納嘱託員により催告や納付指導
を行うとともに、口座振替の促進、督促状や催告書の
送付により納付意欲の向上を図る。

　収納嘱託員を配置し、口座振替の促進、滞納者への
督促、催告、納付指導、給与・口座照会、口座の差押
え等を行うとともに、債権収納対策チームを設置し、
関係課と連携して滞納整理を実施した。
　保育料については、現年度分の収納率は横ばい、滞
納繰越分は向上したが、目標には及ばなかった。
　いきいきこどもクラブ利用料については、現年度分
の収納率は横ばいであったが、滞納繰越分の収納率は
減少し、目標には及ばなかった。

△

進捗
状況

年度別計画

こども未来部保育課
生涯学習部青少年育成課

24⑧
自主財源の確保
（収納対策）
（生涯学習部共通）

・保育料、いきいきこどもクラ
ブ利用料の収納率向上

　保育料、いきいきこどもクラ
ブ利用料収納率の向上

　受益者負担の原則に基づき保育所利用者から徴収す
る保育料については、平成28年度決算における現年分
と滞納分を合わせた全体の収納率は、平成23年度の
91.95％から平成28年度は92.63％にまで向上して
いる。しかしながら、公平性の観点及び安定した保育
所運営のため、さらに収納対策の強化を図り歳入の確
保に努めていく必要がある。
　受益者負担の原則に基づきいきいきこどもクラブ利
用者から徴収する利用料については、平成28年度決算
における現年分と滞納繰越分を合わせた全体の収納率
は、毎年上昇又は下降をしているものの、平成23年度
の99.49％から平成28年度の99.44％へと0.05ポイ
ント減少している。利用料の徴収は、公平性の観点と
いきいきこどもクラブの安定した運営及び受益者負担
の公平化を図るため、さらに収納対策の強化を図り、
歳入の確保に努めていく必要がある。

計画・目標・実績

取
組

指
標
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建設部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕公共施設等の適正配置と効率的な維持管理

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(縮減額)

2,100千円 2,200千円 100千円 400千円 2,100千円

実績
(縮減額)

790千円 1,290千円 60千円 390千円 590千円

計画 実施 → → → →

実績 実施 未実施 → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画 実施 → → → →

実績 未実施 一部実施 → → →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

計画
計画

見直し
実施

→ → → →

実績
計画

見直し
実施

→ 一部実施 → →

目標
(長寿命化
修繕率)

8/146 9/146 43/146 77/146 111/146

実績
(長寿命化
修繕率)

8/146 9/146 9/146 28/146 46/146

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(維持管理費)

37,633
千円/年

33,672
千円/年

29,711
千円/年

27,334
千円/年

24,500
千円/年

実績
(維持管理費)

37,106
千円/年

33,173
千円/年

23,566
千円/年

28,581
千円/年

33,440
千円/年

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(年間使用電力量)

839,000
kwh/年

682,000
kwh/年

525,000
kwh/年

460,000
kwh/年

395,000
kwh/年

実績
(年間使用電力量)

908,042
kwh/年

675,192
kwh/年

451,613
kwh/年

452,069
kwh/年

455,959
kwh/年

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(ＣＯ2排出量)

466ｔ 379ｔ 292ｔ 256ｔ 220ｔ

実績
(ＣＯ2排出量)

504ｔ 375ｔ 251ｔ 251ｔ 253ｔ

29①

29③ 施設維持管理費の低減

維持管理コストの縮減

指
標

指
標

　起債対象事業の時限措置が令和7年度までとなってお
り、これまでの水銀灯及びナトリウム灯の道路照明施
設について整備速度をあげ、維持管理コスト及びCO2
排出量の縮減を図る。

取
組

指
標

取
組

建設部維持課

年間使用電力量

建設部維持課

917,000kwh/年

△

－

－

　西条駅周辺の駐車場のあり方を含め、改修に向けて
の検討を行った。

縮減額1,800千円

－

・アセットマネジメント手法に
よる維持管理コストの低減及び
平準化（港湾施設）

　早期修繕による港湾施設の長
寿命化

施設維持管理費の低減

29④

29⑤

509ｔ/年

・本市では、1950年代から1970年代の高度経済成
長期に多くの橋梁を建設しているが、一般的に橋梁の
寿命は50年程度と言われており、今後10年後から20
年後にかけて、急速に老朽化が増大することとなる。
　そのため、アセットマネジメントを導入し、補修費
用等の縮減、平準化及び橋梁の長寿命化を図っている
が、大規模な補修費や架け替え費用が集中的に生じ、
大きな財政負担となることから、道路の安全性・信頼
性の確保が難しい状況となる。
また、国土交通省やJRに係る跨道橋や跨線橋の引継に
伴い、維持費を確保する必要があり、アセットマネジ
メントの見直しも必要な時期になっている。
・現在（令和３年4月現在）本市が管理する1419橋
（法定道路）の1巡目の点検が終了し、早期対策が必要
な橋梁(健全度Ⅲ)が146橋がある。そのうち令和２年
度までに9橋の修繕を行っているが、国庫補助や起債の
確保・マンパワーの確保が課題となっている。

・本市が管理する1,419橋（法定道路）のうち定期点
検により早期対策が必要な橋梁(健全度Ⅲ)が146橋あ
り、令和元年までに9橋の修繕を行っているが、次回の
点検までに修繕を終えたい137橋を含め、定期点検・
長寿命化修繕を経済的平準化を図りながら推進してい
く。
また、昨年度策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、補修費用の縮減・平準化及び橋梁の長寿命化を図
る。

・鋼製橋171橋のうち、塗膜調査により低濃度PCBが
含まれている橋梁が16橋あることが判明したため、処
理期限である令和9年3月31日までに処分するよう対
応する。

39,614千円/年

建設部維持課

建設部技術企画課

取
組

施設維持管理費の低減
・アセットマネジメント手法に
よる維持管理コストの低減及び
平準化（橋梁）

早期修繕による橋梁の長寿命化

施設維持管理費の低減
・市営駐車場の計画的な維持管
理

施設の長寿命化

　市が管理する立体駐車場の老朽化による建物の適正
管理と、利便性向上のためのバリアフリー等の改修を
行い、利用者の利便性の向上を図る。

・本市で維持管理している約2,300基の道路照明のう
ち、多くの施設が急速に老朽化しているため、更新が
必要な時期となっている。
・施設の老朽化に比例し、維持管理コスト（電球・安
定器・自動点滅器等の交換、電気料金など）が年々増
加し
　ている。
・現行の水銀灯やナトリウム灯の施設は、CO2排出量
が多く地球環境への負荷となっている。
・本事業の起債対象年度が令和7年度までとなることか
ら、財政的に有利な時期に完了させる必要がある。

 港湾施設の点検・診断結果を基に、予防保全の考え方
を導入し策定した「安芸津港港湾施設維持管理計画」
により、港湾施設の維持管理を実施する。
　維持管理計画に基づき、港湾施設の長寿命化による
総合的なコスト縮減や平準化を図りながら、施設の安
全性の確保に努める。

　安芸津桟橋の詳細な調査を踏まえた設計の見直し、
東浜第２防波堤における鋼管杭の防食工事、東浜安芸
津船揚場の補修に係る詳細設計を実施した。

　本市の港湾施設は1950年代から1970年代に建設
されたものが多く、ほとんどの施設が更新時期を迎
え、一時的に大きな財政負担が集中することとなる。
そのため、アセットマネジメントによる施設の長寿命
化計画により、更新や維持管理費用の縮減、平準化を
図っていかなければならない。
　本市が管理する港湾施設は６７施設あり、現在補修
が必要な15施設のうち、８施設の補修を実施し、施設
の安全性を確保しているが、今後も全ての施設におい
て、適切な維持管理計画に基づき、更新や維持管理費
用の縮減・平準化が求められている。

建設部道路建設課

3トンネルについて、ナトリウム灯175灯のLED化工
事を予定していたが、資材調達に期間を要することに
より工期の確保が困難となり、繰越した。

　橋梁補修に係る点検・補修設計・補修工事を行い、
また、健全度Ⅲの橋梁１８橋の補修工事を完了した。

環境負荷（ＣＯ2排出量）の低減

・道路照明のLED灯具への更新

　公共施設等駐車場施設（西条駅前駐車場）の維持管
理計画を策定し、計画的な施設管理を行い、年度別の
施設改修等を行い長寿命化によるコスト縮減を図る。

取
組

△

×

△

指
標

取
組

指
標

指
標

建設部道路建設課

取
組

指
標

取
組

建設部災害河港課

28① 工事費の縮減 ・舗装構造による工事費の縮減

工事費の縮減 　生活道路及び農道の整備については、過年度からの
要望により未着手路線が多く残っている。このため、
毎年度の限られた予算の中で市民要望に応え防災・安
全を確保していくには、コスト縮減等による効率的な
道路整備が必要となっている。

　生活道路及び農道の改良工事で施工するアスファル
ト舗装について、その舗装構造を、ライフサイクルコ
スト、舗装耐久性に大きな影響を及ぼす大型車交通
量、社会的影響等による路線毎の特性を考慮した設計
を行い、コスト縮減を図る。

　ライフサイクルコストの縮減を図るため、舗装構成
の見直しを行い、４路線の整備を行った。

△

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果計画項目 計画・目標・実績
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都市部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(収納率)

90.18% 90.28% 90.34% 90.36% 90.37%

実績
(収納率)

91.42% 91.84% 92.48% 94.31% 95.13%

〔推進項目〕公共施設等の適正配置と効率的な維持管理

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
実施
検討

→ 実施
実施
検討

→

実績 実施 → → → →

目標
(長寿命化・住戸
改善工事実施率)

21% 39% 57% 65% 68%

実績
(長寿命化・住戸
改善工事実施率)

21% 26% 31% 40% 47%

計画
実施
検討

→ 実施
実施
検討

→

実績 実施 → → → →

目標
(解体工事実施率)

7% 10% 13% 16% 20%

実績
(解体工事実施率)

12% 14% 16% 16% 22%

計画項目 取組項目 Ｒ４取組結果課題

担当（関係）部署計画・目標・実績

１　新たな滞納を出さない
　（１）早期対応（督促、連帯保証人への通知、臨戸
訪問）
　（２）少額・短期滞納のうちに法的措置（基準：滞
納10万円または6ヶ月以上）。

２　過年分納付の管理
　少額であっても納付を継続するよう納付指導を行
う。

１　現年分について早期対応を実施した。継続した滞
納を抑制できたことにより、法的措置の対象となる案
件は発生しなかった。

２　過年分について納付を継続するよう納付指導を
行った。

○

進捗
状況

取
組

指
標

年度別計画

都市部住宅課

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署計画・目標・実績計画内容

取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果計画項目

24⑨ ・住宅使用料の収納率向上

住宅使用料収納率の向上 　H18年度に策定した滞納整理計画に基づき、法的措
置等の厳しい対応で臨んできた結果、資力があるにも
関わらず納付意思のない滞納者は減少している。過年
分は少額の分納を継続している者が多く収納率は一定
水準で安定しているが、現年分の収納率を高水準で維
持しているため、現年・過年の合計収納率は前年度を
上回り、滞納繰越額を減少させている。今後もこの方
針を継続し、全体滞納繰越額を着実に減少させていく
必要がある。90.04%

自主財源の確保
（収納対策）

都市部住宅課

4%

取
組

指
標

取
組

指
標

16%

29② 施設維持管理費の低減 ・市営住宅の計画的な維持管理

　長寿命化・住戸改善工事実施
率の向上

　民間住宅への入居を拒まれることが少なからずある
住宅確保要配慮者が、安全で安心して生活できる住戸
の安定供給が求められている。また、老朽化した小規
模な市営住宅団地が、周囲への環境等の悪化の恐れ、
効率的な維持管理の阻害要因となっている。市営住宅
ストックの適正なマネジメントを進め、建替え等によ
る必要住宅の整備、既存市営住宅の長寿命化・住戸改
善工事の平準化に努めるとともに、老朽化が著しい住
宅については、早期の解体を進め維持管理コストの縮
減を図る必要がある。

市営住宅ストック総合計画・長寿命化計画に基づき、
市営住宅ストックの適正なマネジメントを実施する。
・建替え等整備手法の検討・実施
・長寿命化・住戸改善工事の実施
・老朽市営住宅の解体工事の実施

長寿命化・住宅改善実施戸数
市営磯松住宅外壁等改修工事　40戸
市営寺西住宅外壁等改修設計業務

△

解体工事実施率の向上

解体実績戸数
市営造賀住宅　1棟2戸
市営土与丸住宅　4棟6戸

都市部住宅課
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消防局

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕組織力、職員能力の向上

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
検討

・実施
実施 → → →

実績 一部実施 → → → →

目標
(自主学習活
動参加者数)

40人 ６０人 ８０人 １００人 １２０人

実績
(自主学習活
動参加者数)

17人 46人 21人 40人 ３６人

計画
検討

・実施
実施 → → →

実績 一部実施 → → → →

目標
(専門研修受

講者数)
45人 45人 45人 45人 45人

実績
(専門研修受

講者数)
38人 20人 7人 12人 ２７人

計画
検討

・実施
実施 → → →

実績
検討

・実施
実施 → → →

目標
（若年警防
訓練回数）

28回 30回 28回 28回 28回

実績
（若年警防
訓練回数）

22回 30回 28回 16回 28回

〔推進項目〕組織風土づくり

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(女性吏員数)

― ８人 9人 10人 11人

実績
(女性吏員数)

７人 7人 7人 ８人 9人

7①
戦略的人材育成の推進
（総務部共通）

・職員の意欲・主体性と専門性
向上のための人材育成

○

　全国的に消防職員の大量退職期を迎える中、消防力
の低下を招くことなく、後継世代への確かな技術力の
伝承が大きな課題となっている。、本市においても今
後５年間で豊富な現場活動経験や専門技術を有する職
員約４０人が退職し、相対的に経験の浅い職員が増加
する。加えて近年、火災出動の件数自体が減少したこ
となどにより災害対応力の低下が懸念される。
　今後発生が危惧される南海トラフ地震や近年多発す
る集中豪雨等の災害対応においても熟練職員の豊富な
経験と知識は非常に有用であり、迅速確実かつ適正な
消防業務を遂行し、市民の生命、身体及び財産を守る
ためには、熟練職員の豊富な経験に基づく知識を後継
世代に伝承・習得させる必要がある。

１　若年職員育成に関する取り組み
　中・長期消防整備実施計画に基づいて教育訓練計画
を作成し、熟練職員の指導の下、若年職員に対し現場
活動に必要な技術と知識の伝承を目的とした教育訓練
を計画的に実施する。

２　連携強化研修に関する取り組み
　消防に関する技術と知識のより効果的な伝承を図る
ため、熟年職員と若手職員が円滑なコミュニケーショ
ンを図れる環境づくりを目的としたコミュニケーショ
ン、メンタル強化、コーチング、リーダー養成研修を
計画的に実施する。

３　実践的な災害活動訓練に関する取り組み
　年々複雑多様化する災害への対応力の向上を図るた
め、各種大規模災害を想定したより実践的な他隊連携
訓練（火災・救急・救助業務の連携訓練）を計画的に
実施する。

１　若年職員育成に関する取り組み
　　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、従来
　通りの集合形式の訓練（１４回）の他に、各所属で
　実施する形式の訓練（１４回）を新たに取り入れ、
　合計２８回の訓練を実施した。各所属での訓練を実
　施したことで、基礎的な知識・技術を向上させるこ
　とができた。

２　連携強化研修に関する取り組み
　　連携強化に女性消防吏員活躍の視点を加えて研修
　を実施した。

３　実践的な災害活動訓練に関する取り組み
　・大規模災害対応訓練（土砂災害対応訓練・瓦礫災
   害対応訓練）を実施した。
   ・急流救助訓練を実施した。
　・海上保安庁等と合同潜水訓練を実施した。
　・実践的な他隊連携訓練（火災・救急・救助業務の
   連携訓練）を実施した。

20② 女性職員の活躍推進
・女性消防吏員の増員対策
（女子学生向け消防職場体験学
習の実施）

－

自主学習への積極的な参加促進

計画項目

計画項目

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容

△

Ｒ４取組結果 計画・目標・実績

取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果
進捗
状況

女性消防吏員の増員 　女性活躍推進法が施行され、様々な職種で女性の活
躍が推進される中、全国の消防吏員に占める女性の割
合は２.４％と警察や自衛隊と比べて低い水準にあり、
本市においても女性消防吏員は、平成２９年４月１日
現在４人、割合にして１.５％と全国平均よりも少ない
のが実情である。消防分野においても、女性の力を最
大限に活用して、住民サービスの向上と組織の活性化
を図っていく必要がある。

　女性消防吏員を増加させるためには、消防吏員を目
指す女性の大幅な増加が必要である。そのため、具体
的な業務内容を含め消防の仕事の魅力を積極的にＰＲ
するとともに、その理解を深めるため、女子学生等を
対象とした職場体験を実施する。

　ホームページで公開中の、女性消防吏員の採用・イ
ンタビュー情報を更新した。
　消防職場体験を開催したところ、３人の女性の参加
があり、参加した方々から好評を得られた。
　全国消防本部合同Webセミナーに当局職員（女性職
員２人）が出演し、当局の魅力の発信や採用試験情報
の提供を行った。
　当局の女性消防吏員は総勢９人になったが、目標値
には届いていないため、手法を検討しながら、引き続
PRを行っていく。

消防局各課及び消防署

年度別計画

担当（関係）部署

　職員が、人材育成基本方針に掲げる人材に成長して
いくためには、戦略的な人材育成が重要となってい
る。しかしながら、単に「与えられる」「教えられ
る」だけの研修だけでは有効な人材育成にはつながっ
ていかない。このため、職員自らが「学び」「育つ」
ことができる環境づくりが必要となっている。
　また、地方分権が進む社会情勢に対応して行政運営
を行うため、また、多様化する市民ニーズに応えてい
くために、職員には、これまで以上の専門的知識が求
められている。

　これまでのスキルや知識を教える研修に加えて、職
員の業務に対する意識・意欲の向上につながる研修に
取り組む。特に職員の意識改革の一環として、自主
性・主体性を発揮し、職員同士の繋がりを強化してい
くための自主学習活動の活性化に重点的に取り組む。
自主学習活動が職員にとって身近なものとなるよう、
きっかけづくりとなる取り組みを行うと同時に、職員
の自主学習活動が円滑に行われるよう支援策を検討し
実施する。職員の自主学習活動を拡大し、活性化する
ことにより、組織全体の活性化につなげていく。
　職員の専門性の向上については、専門分野における
研修への参加機会を増加させていく。合わせて、職員
が専門性を身に付けることができるよう、人事異動に
配慮する。

取
組

計画・目標・実績

【自主学習への積極的な参加促進】
　職員の自主的な学習を支援する「トライ・ザ・ライ
センス」の利用者は１３人であった。引き続き職員の
自主学習活動を支援し組織の活性化につなげていく。
　また、市の名産品である日本酒の文化に触れ、市の
文化への理解を深めることを目的として賀茂鶴の杜氏
から直接、日本酒の製造過程について話を聞く酒蔵見
学を実施した（新規採用職員2３人）。引き続き意識改
革を進め、実践につながる活動を支援する。

【専門研修（アカデミー）の積極的な受講促進】
　職員の専門性向上を目指し、市町村アカデミー及び
国際文化アカデミーへの参加を積極的に推進してい
る。市町村アカデミーの参加者は１４人、国際文化ア
カデミーの参加者は１３人であった。前年度同様、新
型コロナウイルス感染拡大の影響により、出張を伴う
ため予定通りの実施ができなかった。
　専門性を高める研修の新たな手法として、令和4年度
についても、WEBなどを活用した研修を実施した。

取
組

指
標

指
標

　適正な消防業務推進のための
多隊連携訓練・研修の計画の策
定、実施

取
組

消防局各課及び消防署
（総務部職員課）

－

－
指
標

　専門研修（アカデミー）の積
極的な受講促進

取
組

総務部職員課

受講者数29人/年
指
標

総務部職員課
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学校教育部

【重点項目】行政運営マネジメント（効果的・効率的な行政経営の推進）　

〔推進項目〕更なる業務効率化の推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
導入
試行

実施 → → →

実績
導入

一部実施
実施 → → →

目標
(時間外勤務)

64時間/月 61.5時間/月 61時間/月 60.5時間/月 60時間/月

実績
(時間外勤務)

62時間/月 53時間/月 42時間/月 41時間/月 44時間/月

計画
導入
試行

実施 → → →

実績
導入

一部実施
実施 → → →

目標
(時間外勤務)

76時間/月 73時間/月 70時間/月 67時間/月 64時間/月

実績
(時間外勤務)

75時間/月 68時間/月 51時間/月 44時間/月 45時間/月

計画 調査 研究 試行 実施 →

実績 調査 研究
システム構
築

実施 →

目標 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

〔推進項目〕民間活力の活用

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 調整 試行
実施
検証

実施 →

実績 調整 実施 → → →

目標
(出前講座数)

― ― 20校 35校 １講座／校

実績
(出前講座数)

― 18校 7校 １１校 １３校

計画
調整
試行

実施 → → →

実績
調整
試行

実施 → → →

目標
(満足度)

― 20% 30% 50% 70%

実績
(満足度)

― 100% 100% 100% 100%

計画項目

計画項目

地域の人材活用

計画・目標・実績

計画・目標・実績

取
組

指
標

取
組

指
標

Ｒ４取組結果
進捗
状況

・小・中学校の出前講座におけ
る学生力等の活用

中学校教職員の時間外勤務縮減

17② 地域の人材活用
・アクティブシニア（退職職
員）の活用

　退職職員等の地域人材を派遣
するスクールサポート機能の設
置及び学校の満足度の向上

学校教育部指導課

　ベテラン職員の大量退職期を迎えているが、生徒指
導や教育相談、部活動指導を充実させるためには、退
職教員等をはじめとする地域人材を有効活用する必要
がある。

－

　退職教員等の地域人材を派遣するスクールサポート
センターを設置し、学校の要請に応じて、学校支援に
関わる人材（学校支援者）を派遣する。

　学校からの要望に対して、６８７件、１０,６８８時
間の派遣者による支援を行った。
　実施後の満足度調査によると、すべての支援に対し
て、「適切であった」と肯定的な回答であった。

○

　出前講座を１３校５６学級で実施した。そのうち、
６校２８学級に、延べ４３人の学生アシスタントが参
加した。文部科学省が、新型コロナウイルスの感染リ
スクの高い活動に「児童生徒が近距離で活動する実験
や観察」を挙げていたため、感染拡大を不安に感じる
学校もあり、目標値を下回った。最終年度は、全ての
学校で１講座の実施を目指したが、実際には１３校に
留まり、目標を達成することができなかった。－

△

　大学・留学生及び試験研究機
関の協力による出前講座等の実
施

　小中学校における理数などの学校教育を改善・充実
させていくためには、市内にある大学や試験研究機
関、留学生などの地域資源を有効活用する必要があ
る。

　大学、留学生及び試験研究機関の協力による出前講
座等を実施する。

年度別計画
担当（関係）部署

学校教育部指導課

11① 公会計の導入 ・学校給食会計の公会計化

　学校給食会計の明瞭化
　教職員の学校給食費会計業務
の負担軽減 　学校給食費は、教職員が徴収事務を行い、私会計で

整理しているが、未納者への対応など課題があること
から、平成２９年９月に文部科学省は学校給食費の徴
収事務を自治体が行うとの方針を示したところであ
る。
　これを踏まえ、学校給食費を公会計化し、学校給食
費徴収を一元管理することで、教職員の負担軽減を図
る。

・学校給食費の公会計化を進めるに当たって、学校給
食費会計業務の実態を把握した上で、給食費の徴収・
管理業務を市の業務とすることへの課題等について分
析する。
・学校給食費管理システムの導入に向けた検討を行
い、システムを構築する。

　令和３年４月に公会計へ移行した。
　学校給食費管理システムの導入により、児童生徒、
教職員等の喫食情報、調定情報、収納情報等の一元管
理、口座振替や納付書発行の一括処理を可能とし、限
られた職員数での徴収事務の運用を実現するととも
に、教職員の負担軽減（喫食数管理を除く）を図るこ
とができた。

－

取組項目 課題 計画内容

17①

学校教育部教育総務課
学校教育部学事課

82時間/月

○ 学校教育部学事課

　児童生徒情報の年度更新に係る作業について、次の
点に取り組むことで学校の負担軽減を図るとともに、
円滑かつ効率的に年度更新作業を行うことができた。
　・市外転入生の登録を教育委員会が代行
　・児童生徒のクラス編成及び名簿修正を一括して作
　　業する手順の提示
　・電話サポートや作業の支援
　・年度更新作業の手順の動画コンテンツによる各学
　　校の支援

　年３回、教職員を対象とした操作研修を行い、統合
型校務支援システムの操作に慣れ、成績表・指導要
録・保健調査票等の作成において、効率的に業務を進
められるようになった。

取
組

指
標

取
組

指
標

取
組

指
標

10⑥ ＩＣＴの利活用 ・校務支援システムの導入

小学校教職員の時間外勤務縮減

　児童生徒の資質や能力を一層着実に育成するために
は、新学習指導要領等を確実に実施し、学校教育の充
実と発展に努めていくことが不可欠である。
　そのためには、教員が子どもに向き合う時間を確保
するとともに、健康でやりがいを持ち、教育の質を高
められる勤務環境を構築する必要がある。

　統合型校務支援システムの導入を行い、児童生徒の
出席管理、教育委員会への提出様式の共通化・ペー
パーレス化、指導要録への記載などの学習評価をはじ
めとした業務の電子化による効率化を図る。

○

進捗
状況

年度別計画
担当（関係）部署取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果

学校教育部教育総務課
学校教育部学事課

68時間/月
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学校教育部

【重点項目】地域力マネジメント（地域力向上に資する施策展開の仕組みづくり）　

〔推進項目〕市民協働の更なる推進

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画
検討
試行

実施
検証

→ → →

実績 試行
試行
検証

→ → →

目標
(コミュニ

ティ・スクー
ルの満足度)

― 65% 70% 75% 80%

実績
(コミュニ

ティ・スクー
ルの満足度)

― 70% 71% 91% 94%

計画 調整 試行
実施
検証

実施 →

実績 調整 実施 → → →

目標
(出前講座数)

― ― 20校 35校 １講座／校

実績
(出前講座数)

― 18校 7校 １１校 １３校

計画
調整
試行

実施 → → →

実績
調整
施行

実施 → → →

目標 ― 20% 30% 50% 70%

実績 ― 100% 100% 100% 100%

計画項目

17② （再掲）地域の人材活用

計画・目標・実績取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果
年度別計画

担当（関係）部署

学校教育部指導課

○ 学校教育部指導課

指
標

進捗
状況

取
組

指
標

△ 学校教育部指導課

・アクティブシニア（退職職
員）の活用

　退職職員等の地域人材を派遣
するスクールサポート機能の設
置及び学校の満足度の向上 　ベテラン職員の大量退職期を迎えているが、生徒指

導や教育相談、部活動指導を充実させるためには、退
職教員等をはじめとする地域人材を有効活用する必要
がある。

　退職教員等の地域人材を派遣するスクールサポート
センターを設置し、学校の要請に応じて、学校支援に
関わる人材（学校支援者）を派遣する。

　学校からの要望に対して、６８７件、１０,６８８時
間の派遣者による支援を行った。
　実施後の満足度調査によると、すべての支援に対し
て、「適切であった」と肯定的な回答であった。

－

取
組

38①
コミュニティ・スクールの
推進

・コミュニティ・スクールの設
置及び拡充

　コミュニティ・スクールの満
足度向上

　平成２９年４月から学校運営協議会設置の加速化を
促す関係法律が改正され、地域とともにある学校づく
りを促進するに当たり、学校と地域がパートナーとし
て連携・協働による取組を進めるため、小学校統合の
進捗や各学校の実情に応じて、コミュニティ・スクー
ルの導入を推進する必要がある。

　地域と学校が一体となって連携・協働による取組を
進めていくため、コミュニティ・スクール（ＣＳ）と
して学校運営協議会制度を指定校に設置することと
し、その導入効果を検証した上で、指定校拡充の検討
を行い、順次実施する。

　学校運営協議会を令和4年度に新たに１２校設置し、
計２０協議会２５校（小学校：２１校　中学校：４
校）となった。
　満足度調査によると学校運営協議会の役割や委員の
協力体制などほとんどの項目で肯定的な回答であっ
た。

○

－

－

　大学、留学生及び試験研究機関の協力による出前講
座等を実施する。

　出前講座を１３校５６学級で実施した。そのうち、
６校２８学級に、延べ４３人の学生アシスタントが参
加した。文部科学省が、新型コロナウイルスの感染リ
スクの高い活動に「児童生徒が近距離で活動する実験
や観察」を挙げていたため、感染拡大を不安に感じる
学校もあり、目標値を下回った。最終年度は、全ての
学校で１講座の実施を目指したが、実際には１３校に
留まり、目標を達成することができなかった。

17① （再掲）地域の人材活用
・小・中学校の出前講座におけ
る学生力等の活用

　大学・留学生及び試験研究機
関の協力による出前講座等の実
施

　小中学校における理数などの学校教育を改善・充実
させていくためには、市内にある大学や試験研究機
関、留学生などの地域資源を有効活用する必要があ
る。

取
組

指
標
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生涯学習部

【重点項目】財政マネジメント （持続可能な財政基盤の確立）　

〔推進項目〕歳出削減、歳入確保

目標

現状値（Ｈ29年度） H30 R1 R2 R3 R4

計画 実施 → → → →

実績 実施 → → → →

目標
(収納率)

保育料
93.26%
いきいき
99.46％

保育料
93.46%
いきいき
99.48％

保育料
93.66%
いきいき
99.50％

保育料
93.86%
いきいき
99.52％

保育料
94.06%
いきいき
99.54％

実績
(収納率)

保育料
92.61%
いきいき
98.89％

保育料
91.27%
いきいき
98.79％

保育料
86.87%
いきいき
99.02％

保育料
90.51％
いきいき
98.84%

保育料
92.77%
いきいき
98.49％

計画・目標・実績
年度別計画

担当（関係）部署計画項目 取組項目 課題 計画内容 Ｒ４取組結果

24⑧
自主財源の確保
（収納対策）
（こども未来部共通）

・保育料、いきいきこどもクラ
ブ利用料の収納率向上

　保育料、いきいきこどもクラ
ブ利用料収納率の向上

保育料93.06%
いきいき99.44％

指
標

　受益者負担の原則に基づき保育所利用者から徴収す
る保育料については、平成28年度決算における現年分
と滞納分を合わせた全体の収納率は、平成23年度の
91.95％から平成28年度は92.63％にまで向上して
いる。しかしながら、公平性の観点及び安定した保育
所運営のため、さらに収納対策の強化を図り歳入の確
保に努めていく必要がある。
　受益者負担の原則に基づきいきいきこどもクラブ利
用者から徴収する利用料については、平成28年度決算
における現年分と滞納繰越分を合わせた全体の収納率
は、毎年上昇又は下降をしているものの、平成23年度
の99.49％から平成28年度の99.44％へと0.05ポイ
ント減少している。利用料の徴収は、公平性の観点と
いきいきこどもクラブの安定した運営及び受益者負担
の公平化を図るため、さらに収納対策の強化を図り、
歳入の確保に努めていく必要がある。

　保育料収納事務協力員や収納嘱託員との連携の下、
口座振替の促進や保護者への声掛け等を通じて、保育
料の滞納を未然に防止するよう努めるとともに、滞納
者に対しては、督促や納付指導をはじめ、財産の差し
押さえも視野に厳正に対処していく。
滞納者に対しては、収納嘱託員により催告や納付指導
を行うとともに、口座振替の促進、督促状や催告書の
送付により納付意欲の向上を図る。

　収納嘱託員を配置し、口座振替の促進、滞納者への
督促、催告、納付指導、給与・口座照会、口座の差押
え等を行うとともに、債権収納対策チームを設置し、
関係課と連携して滞納整理を実施した。
　保育料については、現年度分の収納率は横ばい、滞
納繰越分は向上したが、目標には及ばなかった。
　いきいきこどもクラブ利用料については、現年度分
の収納率は横ばいであったが、滞納繰越分の収納率は
減少し、目標には及ばなかった。

△

取
組

こども未来部保育課
生涯学習部青少年育成課

進捗
状況
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